
友好都市　
アメリカ合衆国エイムズ市　来訪♪
６月１１日から７日間、友好都市・アメリカ合衆国エイムズ市市民訪問団が、
甲州市を訪れました。放光寺や甘草屋敷、塩山中学校などを巡り甲州市
の歴史文化に触れ、人の心に触れ、交流を深めました。
ホストファミリーをはじめ、多くの人との出逢い、ふれあいを通し“笑顔は
国境を越える”という国際交流の素晴らしさを、改めて感じました。
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直
面
す
る
重
要
課
題

建
物
の
老
朽
化

　

ぶ
ど
う
の
丘
が
直
面
す
る
重
要

課
題
は
、「
建
物
の
老
朽
化
対
策
」

で
す
。

　
「
な
ぜ
、
ぶ
ど
う
の
丘
？
」
と
の

声
も
聞
か
れ
ま
す
が
、
最
も
古
い

施
設
で
は
30
年
を
超
え
る
も
の
も

あ
り
、
そ
の
一
部
で
は
、
老
朽
化

に
よ
る
水
漏
れ
な
ど
の
異
常
が
発

生
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
設
備
の
不
具
合
な

ど
も
老
朽
化
が
原
因
と
し
て
調
査

結
果
に
表
れ
て
い
ま
す
。

　

ぶ
ど
う
の
丘
で
は
、
こ
れ
ま
で

も
設
備
の
修
繕
を
行
っ
て
き
ま
し

た
が
、
施
設
建
設
後
の
年
数
は
も

と
よ
り
、
年
間
数
十
万
人
の
観
光

客
が
訪
れ
る
施
設
に
ふ
さ
わ
し
い

改
修
に
も
積
極
的
に
取
り
組
む
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

近
年
、
こ
う
し
た
公
共
施
設
の

老
朽
化
を
取
り
巻
く
各
自
治
体
の

対
策
は
、
深
刻
な
問
題
と
し
て
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ぶ
ど
う
の
丘
も
含
め
高
度
成
長

期
に
急
増
し
た
イ
ン
フ
ラ
の
老
朽

化
問
題
は
、
私
た
ち
が
予
測
す
る

以
上
の
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
人
命
、
地
域
産
業
、
観
光
振
興
、

ま
た
、
市
民
福
祉
の
負
担
に
至
る

ま
で
、
そ
の
大
き
さ
は
計
り
知
れ

な
い
ほ
ど
の
影
響
が
予
測
さ
れ
ま

す
。

官
民
連
携
の
公
共
施
設
対
策

未
来
へ
継
承
す
る

甲
州
市
勝
沼
ぶ
ど
う
の
丘
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甲州市勝沼ぶどうの丘は、今年で開設４０年。
昭和５０年８月のオープンから、「地域」「産業」

「観光」など幅広い分野で大きな経済効果をも
たらし、まちの発展に寄与しています。

その姿は、時代に即した観光ニーズを的確に
捉え、イベントホール、レストラン、バーベ
キュー、ホテル、温泉などが複合し、昨今で
は年間約６０万人が訪れる、甲州市最大の観
光拠点として成長しました。

一 方、 市 で は、 皆 様 か ら の 声 を 聞 き な が ら、
誰からも愛され、魅力ある観光拠点を維持す
るための経営管理を追求し、度重なる研究を
してきました。

その理由の根源には、皆様の声を反映するた

め建築及び増築された各施設の老朽化に伴う、
財政の需要、いわば今後予測される整備対応
が市民の負担につながるからです。

ぶどうの丘は、旧勝沼町時代から度重なる経
営改善を進めてきました。

その経営改善は、甲州市が誕生してからも引
き続き、積極的に取り組んでいます。

しかし、私たち市民はもとより、誰からも愛
され、誇れる「ぶどうの丘」は、これから何
十 年 先 の 未 来 で も「 甲 州 市 勝 沼 ぶ ど う の 丘 」
でなければなりません。

市広報では、今月から連載で「官民連携によ
る公共施設対策」と題して、ぶどうの丘の現
状と未来に向けた取り組みを紹介します。

直
面
す
る
重
要
課
題

財
政
負
担
の
増
加

　

甲
州
市
最
大
の
観
光
拠
点
で
あ

り
、
集
客
施
設
で
あ
る
ぶ
ど
う
の

丘
の
総
合
的
な
維
持
及
び
改
修
に

か
か
る
費
用
は
、
新
た
に
整
備
す

る
施
設
を
除
い
て
も
、
数
十
億
円

規
模
の
資
金
が
必
要
で
あ
る
と
予

測
さ
れ
ま
す
。

　

昨
今
、
全
国
的
な
少
子
高
齢
化

な
ど
に
よ
り
、
国
や
県
の
財
政
状

況
が
厳
し
い
中
、
甲
州
市
も
例
外

で
は
な
く
、
厳
し
い
財
政
状
況
が

続
い
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
過
去
の
よ
う
な
補
助
金

な
ど
に
よ
る
財
源
の
手
当
て
は
望

め
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
状
況
下
、
利
用
者
か
ら
の

収
入
で
施
設
を
運
営
し
て
い
る
ぶ

ど
う
の
丘
の
維
持
管
理
に
か
か
る

財
政
負
担
の
増
加
予
測
は
、
施
設

運
営
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
懸

念
が
あ
り
ま
す
。

　

ぶ
ど
う
の
丘
で
は
、
改
修
・
修

理
な
ど
、
そ
の
都
度
必
要
な
場
合

に
は
、
対
策
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　
「
施
設
・
設
備
の
老
朽
化
」「
更

新
へ
の
財
源
確
保
」「
利
用
者
増
へ

の
経
営
」
な
ど
、
ぶ
ど
う
の
丘
が

現
在
抱
え
る
課
題
を
解
決
す
る
に

は
、
国
や
市
の
財
源
（
税
金
や
補

助
金
）
に
頼
ら
な
い
、
新
し
い
発

想
と
、
新
し
い
知
恵
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

私たちは
ぶどうの丘を
未来に伝えたい。
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H 21 H 22 H 23 H 24 H 25
利用者数

（人） 637,667 615,622 611,261 613,300 612,038

事業収益
（千円） 918,294 873,076 908,645 918,768 866,715

純 利 益
（千円） 44,697 10,036 24,174 16,520 10,865

地
方
公
営
企
業
が
行
う

一
部
事
業
の
国
の
考
え
方

　

昨
今
、
東
日
本
大
震
災
や
中
央

道
笹
子
ト
ン
ネ
ル
崩
落
事
故
、
市

内
を
覆
っ
た
大
雪
な
ど
の
災
害
は

観
光
産
業
を
中
心
と
し
た
市
内
全

域
は
も
と
よ
り
、
ぶ
ど
う
の
丘
も
、

一
時
的
に
利
用
者
が
激
減
し
、
経

営
全
体
に
大
き
な
影
響
を
受
け
ま

し
た
。

　

国
で
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を

想
定
し
、
地
方
公
営
企
業
の
な
か

で
も
、
特
に
、
観
光
施
設
事
業
や

宅
地
造
成
事
業
に
つ
い
て
は
、
必

ず
し
も
住
民
生
活
に
必
要
不
可
欠

な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
も
の
で

は
な
く
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化

な
ど
に
よ
る
「
リ
ス
ク
が
高
い
事

業
」
で
あ
る
と
し
て
、
経
営
主
体

を
別
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
な
ど

を
求
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、
独
立
採
算
が
原

則
的
で
あ
る
地
方
公
営
企
業
の
悪

化
が
、
一
般
会
計
な
ど
か
ら
の
財

源
投
入
に
よ
り
、「
福
祉
」「
教
育
」

な
ど
の
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に

影
響
が
な
い
よ
う
、
市
民
負
担
を

最
小
限
に
す
る
た
め
経
営
主
体
の

見
直
し
を
求
め
た
も
の
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
ぶ
ど
う
の
丘
は
、

今
ま
で
以
上
に
事
業
の
採
算
性
と

投
資
と
収
益
の
バ
ラ
ン
ス
に
留
意

し
た
経
営
管
理
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

地
方
公
営
企
業
で
あ
る
以
上
、

施
設
運
営
の
見
直
し
や
経
営
の
効

率
化
は
最
も
大
切
な
こ
と
で
す
。

　

市
で
は
、
老
朽
化
問
題
を
解
決

す
る
に
は
、
新
た
な
制
度
の
導
入

も
含
め
て
の
対
応
が
必
要
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。

昭和４５年　自然休養村（国の指定）
昭和５０年　勝沼町公営企業「ぶどうの丘センター」開始
　　　　　　※研修室・会議室・食堂・資料展示室
昭和５１年　宿泊棟完成
昭和５５年　バーベキューガーデン完成
昭和５６年　ワインショップ出店（勝沼ぶどう郷駅敷地内）
昭和６０年　ワインカーヴ完成（４万５千本貯蔵可能）
　　　　　　※地下貯蔵庫・試飲施設
昭和６２年　インフォメーションホール完成
　　　　　　※フロント・売店
昭和６３年　アンテナショップ「カーヴ・ドゥ・カツヌマ」
　　　　　　※東京都新宿に出店
　　　　　　展望ワインレストラン完成
平成　元年　喫茶ショップ出店（釈迦堂遺跡博物館内）
平成　２年　イベントホール、宴会場完成
平成　５年　噴水広場完成
平成１１年　美術館完成
平成１２年　温泉施設、宿泊施設完成
平成１３年　宿泊施設増築完成
平成１７年　トンネルワインカーヴ整備
　　　　　　市町村合併に伴い「市営甲州市勝沼ぶどうの丘」
　　　　　　に名称変更
平成２２年　食事処「思蓮」出店（道の駅 甲斐大和）
　　　　　　※平成２４年からぶどうの丘敷地内にリニュー
　　　　　　　アルオープン
平成２３年　バーベキューガーデン全面改装

ぶどうの丘 沿革
「甲州市勝沼ぶどうの丘」は、昭和５０年
に旧勝沼町の町営企業として設立され、
４０年の歴史を有しています。

過去５年間
事業収益・純利益・利用者状況
ぶどうの丘事業の過去５年間の合計推移
です。事業収益には消費税などが含まれ
ています。

データ

事業収益

（円）
（人）
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民
間
資
金
を
活
用
し
た

公
共
施
設
等
運
営
事
業

　

こ
れ
ま
で
市
で
は
、
ぶ
ど
う
の

丘
の
老
朽
化
対
策
な
ど
に
必
要
と

な
る
費
用
を
、
ど
の
よ
う
に
確
保

す
る
か
を
課
題
と
し
、
第
三
者
機

関
ら
の
協
力
も
得
な
が
ら
、
研
究

を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

　

将
来
的
な
経
営
管
理
も
含
め
た

解
決
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
施
設

運
営
や
整
備
を
民
間
事
業
者
に
開

放
し
、
民
間
の
資
金
や
経
営
ノ
ウ

ハ
ウ
を
利
用
し
て
、
効
率
的
な
公

共
施
設
の
整
備
・
運
営
を
目
指
す

Ｐ
Ｆ
Ｉ
法
に
よ
る
官
民
連
携
手
法

に
注
目
し
ま
し
た
。

　

な
か
で
も
、
市
が
注
目
し
た
の

は
、
平
成
23
年
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
法
の
改

正
で
導
入
さ
れ
た
公
共
施
設
等
運

営
事
業
方
式
で
す
。

Q&A
　　　特集における主な用語を説明します。

Ｑ　ＰＦＩとは
　　［Private Finance Initiative］の略で、
　　公共施設等の建設、維持管理、運営等
　　を民間の資金や経営ノウハウ、技術ノ
　　ウハウを活用して行う官民連携手法で
　　す。

Ｑ　公共施設等運営事業方式とは
　　料金徴収を伴う公共施設などについて
　　施設の所有権を公的機関に残し、運営
　　を民間事業者が行う仕組みの官民連携
　　手法です。民間事業者は、公共施設利
　　用者などからの利用料金を直接受け取
　　り、運営に係る費用を回収する、独立
　　採算型の事業を行います。

Ｑ　独立採算とは
　　他からの資金援助を受けることなく、
　　自らの収入で全ての事業経費でまかな
　　うことを原則とし、自己の収支で採算
　　をとる経営方式です。

　
公
共
施
設
等
運
営
事
業
方
式
は
、

施
設
利
用
者
か
ら
の
料
金
収
入
に

よ
っ
て
運
営
を
行
っ
て
い
る
公
共

施
設
に
お
い
て
、
市
な
ど
の
公
的

機
関
に
施
設
の
所
有
権
を
置
い
た

ま
ま
民
間
事
業
者
が
施
設
の
運
営

に
あ
た
る
制
度
で
す
。

　

公
的
機
関
側
（
市
）
は
、
公
共

施
設
を
運
営
で
き
る
権
利
で
あ
る

「
運
営
権
」
を
民
間
事
業
者
に
設

定
し
て
、
民
間
事
業
者
は
、
公
共

施
設
の
運
営
を
通
じ
て
得
ら
れ
る

利
用
者
か
ら
の
料
金
収
入
な
ど
で
、

経
営
に
必
要
な
費
用
を
ま
か
な
い

ま
す
。

　

こ
れ
は
、
公
的
機
関
側
（
市
）、

民
間
事
業
者
側
の
双
方
に
と
っ
て

メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
新
し
い
公
共
施

設
の
運
営
方
式
と
い
え
ま
す
。

　

甲
州
市
に
と
っ
て
、
重
要
な
公

共
施
設
で
あ
る
勝
沼
ぶ
ど
う
の
丘

は
、
将
来
に
わ
た
り
長
く
施
設
を

維
持
し
、
運
営
し
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
民
間
資
金
の

活
用
な
ど
、
新
た
な
制
度
の
導
入

も
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　
連
載
２
回
目
（
８
月
号
）
で
は
、

「
完
全
民
営
化
と
の
違
い
」「
運
営

事
業
方
式
導
入
の
メ
リ
ッ
ト
」
に

つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
政
策
秘
書
課　
政
策
調
整
担
当

　
☎
32
‐
５
０
６
４

金融機関
投資家

公共
運営権

施設

所有権
融

資
・

投
資

運営権
設定

対価
支払

サービス
提供

料金
支払

公共施設等運営事業
における運営権の
スキーム図

公共
主体

ＰＦＩ
事業者

施設
利用者
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創
意
工
夫
の
政
策
立
案

地
方
版
総
合
戦
略

　

日
本
が
地
方
創
生
を
実
現
す
る

た
め
の「
地
方
版
総
合
戦
略
」と「
地

方
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
」
の
策
定
が
国

内
で
本
格
化
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

本
市
に
お
き
ま
し
て
も
、
こ
の

動
き
に
対
応
し
て
全
庁
体
制
で
推

進
す
る
た
め
、
４
月
に
「
甲
州
市

地
域
創
生
推
進
本
部
」
を
設
置
し
、

甲
州
市
は
地
方
間
の
競
争
に
負
け

な
い
と
い
う
危
機
感
を
持
ち
、
そ

れ
ぞ
れ
創
意
工
夫
の
あ
る
政
策
の

立
案
を
指
示
い
た
し
ま
し
た
。

　

今
後
は
、
地
域
住
民
の
方
々
に

意
向
調
査
を
行
い
、
広
く
意
見
も

頂
戴
し
な
が
ら
策
定
し
て
ま
い
り

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

第
三
次
行
政
改
革
大
綱

積
極
的
な
改
革
推
進

　
行
財
政
改
革
に
お
い
て
は
、「
第

三
次
行
政
改
革
大
綱
」
を
策
定
い

た
し
ま
し
た
。

　

歳
入
の
根
幹
と
な
る
市
税
に
つ

い
て
は
、
人
口
減
少
等
の
要
因
に

よ
り
大
幅
な
減
収
が
見
込
ま
れ
る

と
と
も
に
、
普
通
交
付
税
の
合
併

支
援
の
特
例
措
置
が
縮
減
さ
れ
大

変
厳
し
い
財
政
状
況
が
続
い
て
ま

い
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
全
職
員
が
一
丸
と

な
っ
て
、
歩
み
を
と
め
る
こ
と
な

く
改
革
推
進
に
取
り
組
む
よ
う
指

示
を
い
た
し
ま
し
た
。

　

な
お
一
層
、
市
民
の
皆
さ
ま
の

ご
理
解
を
お
願
い
す
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
貴
重
な
財
源
収
入
と
な

る
「
ふ
る
さ
と
納
税
」
に
つ
き
ま

し
て
は
、
平
成
26
年
度
に
は
２
万

２
千
件
、
金
額
で
２
億
３
千
万
円

の
ご
寄
付
を
い
た
だ
き
、
全
国
１
，

７
８
８
あ
る
自
治
体
の
な
か
で
22

番
目
で
あ
り
ま
す
。

　

今
年
度
に
お
い
て
も
、
他
自
治

体
と
の
競
合
も
あ
り
ま
す
が
、
順

調
に
推
移
す
る
な
か
で
、
５
月
末

で
９
千
６
百
件
、
金
額
で
１
億
４

千
８
百
万
円
で
あ
り
ま
す
。

首
都
圏
甲
州
市
県
人
会

更
な
る
交
流
と
親
睦
へ

　

本
年
11
月
、
本
市
は
市
制
施
行

10
周
年
を
迎
え
ま
す
。

　
こ
の
節
目
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
の
成
果
を

礎
に
、
さ
ら
に
諸
施
策
を
力
強
く

推
進
し
未
来
へ
着
実
に
歩
み
を
進

め
て
い
こ
う
と
決
意
も
新
た
に
し

て
お
り
ま
す
。

　

各
種
イ
ベ
ン
ト
も
「
10
周
年
記

念
事
業
」
と
し
て
実
施
し
、
多
く

の
市
民
の
皆
さ
ま
に
ご
参
加
い
た

だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

ま
た
、
首
都
圏
の
甲
州
市
出
身

の
皆
さ
ま
と
、
更
な
る
交
流
と
親

睦
を
深
め
、
交
流
人
口
の
増
加
に

向
け
て
、「
首
都
圏
甲
州
市
県
人
会
」

を
７
月
に
東
京
都
内
で
設
立
し
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

市
制
施
行
10
周
年

愛
着
と
誇
り
の
持
て
る
甲
州
市
へ

市長の
市政報告
（要約・抜粋）

６月議会

　平成２７年甲州市議会６月定例会は、６月８日に開会され、初日の本会
議では、田辺市長の市政の概要説明が行われ、主要事業の進捗状況のほか、
補正予算などの内容を説明しました。
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ワ
イ
ン
・
甘
草
・
観
光

地
域
資
源
を
最
大
活
用

　
ワ
イ
ン
振
興
に
つ
き
ま
し
て
は
、

本
年
度
、
ワ
イ
ン
振
興
室
を
設
置

し
体
制
を
充
実
し
た
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。
原
産
地
呼
称
ワ
イ
ン
認

証
制
度
の
更
な
る
充
実
、
ワ
イ

ン
教
養
講
座
等
の
活
動
を
通
し
て
、

甲
州
ワ
イ
ン
の
普
及
促
進
に
努
め

て
ま
い
り
ま
す
。

　
甘
草
に
つ
き
ま
し
て
は
、
甘
草
活

用
懇
話
会
の
皆
さ
ん
に
ご
参
加
を
い

た
だ
き
収
穫
を
行
い
、
新
日
本
医
薬

で
成
分
分
析
を
行
い
ま
し
た
。

　

甲
州
市
産
の
甘
草
は
、
他
の
産

地
と
比
較
し
、
医
薬
品
と
し
て
利

用
可
能
な
量
も
多
い
と
の
報
告
を

受
け
ま
し
た
。

　

今
後
も
、
更
な
る
栽
培
方
法
と

商
品
化
に
向
け
た
検
討
を
進
め
て

ま
い
り
ま
す
。

　
「
果
樹
王
国
・
甲
州
市
」
の
シ
ー

ズ
ン
を
迎
え
る
な
か
、
観
光
協
会

や
関
係
団
体
と
連
携
の
も
と
、
首

都
圏
を
中
心
と
し
た
ト
ッ
プ
セ
ー

ル
ス
、
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
、
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
活
動
に
情
報
媒
体
な
ど

を
有
効
に
活
用
し
な
が
ら
、
積
極

的
に
展
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。

　

今
後
も
、
さ
く
ら
ん
ぼ
狩
り
を

皮
切
り
に
桃
や
ぶ
ど
う
な
ど
の
収

穫
シ
ー
ズ
ン
に
向
け
て
誘
客
促
進

等
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

上
条
集
落
（
下
小
田
原
）

国
の
重
伝
建
地
区
へ

　
塩
山
下
小
田
原
の
上
条
集
落
に

つ
き
ま
し
て
、
市
で
は
本
年
２
月

に
伝
建
地
区
の
決
定
を
し
ま
し
た

が
、
５
月
15
日
付
け
で
、「
国
の
選

定
地
区
」
と
す
る
答
申
が
な
さ
れ
、

全
国
で
１
１
０
地
区
目
の
「
重
要

伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
」
に

選
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

週
末
に
は
、
大
勢
の
見
学
者
が

訪
れ
て
お
り
、
地
域
の
皆
さ
ま
も

大
変
喜
ん
で
お
り
ま
す
。

　
市
制
施
行
10
周
年
の
節
目
の
年

で
も
あ
り
、
甲
州
市
に
と
り
ま
し

て
も
、
大
変
う
れ
し
い
限
り
で
あ

り
ま
す
。

市民バスとデマンドバス
地域事情に応じた料金改定へ
　現在、本市では、定時定路線で運行する「市民
バス」と利用者の予約に応じて運行する「デマン
ドバス」の２つの方式を地域の実情に応じて運行
しています。
　料金については、平成２０年より改定を行って
おらず昨年度、地域公共交通会議において検討し
ていただき、見直しが必要という意見のもと、今
議会に条例改正案を提案させていただきました。

市医師会、市薬剤師会と連携協定
災害時における医療救護体制を充実強化
　災害時における迅速かつ適切な医療救護活動を
行うため、昨年締結された甲州市医師会との「災
害時における医療救護の協定」に続き、６月１日
に、甲州市薬剤師会と「災害時における応急医薬
品等の優先供給及び医療救護活動に関する協定」
の締結を行い、医師会・薬剤師会の協力を得る中で、
災害時の医療救護体制の充実強化を図りました。

生活困窮者への支援強化
生活支援センター「ぶりっじ」開所
　本年４月から生活困窮者自立支援法に基づく生
活困窮者への支援を抜本的に強化する事業が開始
し、５月１日に事業の委託先である甲州市社会福

祉協議会が、塩山保健福祉センター内に「生活支
援センター　ぶりっじ」として事務所を開設しま
した。
　今後は、生活に困窮している人に対し、生活保
護受給に至る前の段階で自立に向けた支援を行い
ます。

世界農業遺産登録へ
峡東３市が後藤知事に支援要請
　甲州市、山梨市、笛吹市の峡東３市の市長は６
月３日、国内有数の果物の産地である峡東地域を
世界農業遺産の認定への登録を目指すため、後藤
知事に支援を要請しました。
　世界農業遺産とは、「伝統的な農業や文化風習・
生物多様性の保全」を目的に創設され、国連の食
糧農業機関ＦＡＯが認定します。
　昨年８月時点で世界農業遺産は１３か国３１の
地域が認定されていて、国内では石川県能登や新
潟県佐渡など５つの地域が認定されています。
　認定されるには、農林水産省の承認を得た後、
認定機関の現地視察などを経て、２年に一度開か
れる国際会議で正式に決められます。
　後藤知事は、「認定されれば、農業や観光面で地
域が発展する、山梨県の先駆けとして頑張ってほ
しい」と激励の言葉を述べました。今後３市では
県も交えて協議会を立ち上げ、早期の認定を目指
します。

P I C K U P

市
教
育
委
員
会
で
は
、
上
条
集

落
を
紹
介
す
る
見
学
会
を
開
催

し
ま
し
た
。（
５
月
23
日
）
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【２割負担になる方】
　６５歳以上の方で、合計所得金額が１６０万円以
上の方です（単身で年金収入のみの場合、年収２８
０万円以上）。ただし、世帯の６５歳以上の方の「年
金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で２
８０万円未満、２人以上の世帯で３４６万円未満の
場合は１割負担になります。
　７月中旬、要介護認定を受けている方全員に「介護

保険負担割合証」（ピンク色）を送付いたします。被
保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用する
ときは、必ず２枚一緒にサービス事業者や施設に提
出してください。
※利用者の負担額には上限があり、上限を超えた分
　は高額介護サービス費が支給されますので、すべ
　ての方が２倍になるわけではありません。
※第２号被保険者は、一律１割負担です。

65 歳
以上の方

本人の
合計所得金額が
160万円以上

本人の
合計所得金額が
160万円未満

同一世帯の 65 歳
以上の方の年金収
入＋その他の合計
所得金額

＊単身＊
280 万円未満
＊２人以上＊
346 万円未満

2 割負担

1 割負担

一定以上の所得のある方は、８月からサービスを利用
した時の負担割合が１割から２割になります。

区分 負担の上限
市民税課税世帯 37,200 円（世帯）
市民税非課税世帯 24,600 円（世帯）

○前年の合計所得金額と課税年金
　収入額が８０万円以下の方
○老齢福祉年金受給の方

24,600 円（世帯）
15,000 円（個人）

生活保護受給の方 15,000 円（個人）

区分 負担の上限
現役並み所得相当の
方がいる世帯

44,400 円
（世帯）

市民税課税の世帯 37,200 円
（世帯）

　利用者負担段階区分に「現役並み所得者」が新設
され、月々の負担の上限額が引き上げられます。
■引き上げの対象となる方
　同一世帯内に６５歳以上（第１号被保険者）で現
役並みの所得の方がいる世帯（課税所得１４５万円
以上の方がいる世帯）です。
　限度額が３７, ２００円から、４４, ４００円に引
き上げられます。

　ただし、「現役並み所得相当の方がいる世帯」の区
分の方でも、同一世帯内の第１号被保険者の収入が、
一定未満（１人の場合：３８３万円未満、２人以上
の場合：５２０万円未満）の場合は、申請により、「市
民税課税の世帯」の区分になります。
　対象となり得る方については、７月中に申請書を
送付しますので申請をしてください。

高額介護サービス費の月々負担の上限額が８月から引
き上げられます。

サービス利用者・施設入所されている皆様へ

平成２７年８月から
介護保険の費用負担が変わります。

介護保険のお知らせです。

適用を受けるには、申請が必要
になります。
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　介護保険３施設（介護老人福祉施設、介護老人
保健施設、介護療養型医療施設）やショートステ
イを利用する方の食費・部屋代について、低所得
者の方には負担軽減を行っており、これまで市民
税非課税世帯であることが適用条件となっていま
したが、８月からは、次の適用条件が追加されます。

①世帯分離している配偶者が、非課税である
　こと。
②預貯金が、単身で１, ０００万円以下、夫
　婦で２, ０００万円以下であること。

　なお、次の要件全てに該当する４段階の方は、
申請することで、第３段階の負担軽減を受けるこ

とができます。
・２人以上の世帯の方
・世帯の年間収入から施設の利用者負担の見込額
　を除いた額が８０万円以下
・世帯の現金、預貯金等の額が合計４５０万円以
　下等
※平成２８年８月から、非課税年金（遺族年金・
　障害年金）も収入として算定されます
■申請方法
　現在、負担軽減を受けている方には、6 月下旬
　に申請書を郵送いたしましたので、条件に該当
　する場合は申請をしてください。審査結果につ
　いては後日通知いたします。

低所得の施設利用者の食費と部屋代の負担軽減の基準
が８月から変わります。

利用者
負担段階 対象者 負担限度額（日額）

部屋代 食費

第１段階

○世帯の全員が市民税を課税
　されていない方で老齢福祉
　年金を受給されている方
○生活保護等を受給されてい
　る方

多床室　　　　　　　　　　　　　　　　０円

300 円従来型個室 （特養等）　 　 　 320 円
（老健・療養等） 　490 円

ユニット型準個室　　　　　　　　　490 円
ユニット型個室　　　　　　　　　　　820 円

第２段階

○世帯の全員が市民税を課税
　されていない方で、合計所
　得金額と公的年金等収入額
　の合計が年間８０万円以下
　の方

多床室　　　　　　　　　　　　　　370 円

390 円従来型個室 （特養等）　 　 　 420 円
（老健・療養等）　 490 円

ユニット型準個室　　　　　　　　　490 円
ユニット型個室　　　　　　　　　　　820 円

第 3 段階
○世帯の全員が市民税を課税
　されていない方で、上記第
　２段階以外の方

多床室　　　　　　　　　　　　　　370 円

650 円従来型個室 （特養等）　 　 　 820 円
（老健・療養等）1,310 円

ユニット型準個室　　　　　　　　　1,310 円
ユニット型個室　　　　　　　　　　1,310 円

第４段階 ○上記以外の方 負担限度額なし

市民税課税世帯の方については、新たに「室料相当」を負担していただくこととなります。具体的
な部屋代については、施設と入所者の方などの契約事項となりますので、各施設にお問い合わせく
ださい。
■対象となる方
　特別養護老人ホームに入所する方、ショートステイ（短期入所生活介護、予防短期入所生活
　介護）を利用する方のうち、相部屋（多床室）に入所しており、食費・部屋代の負担軽減を
　受けていない方が対象となります。

（参考）利用者負担段階と負担限度額

◆お問い合わせ先　介護支援課　介護保険担当　☎３２ ‐ ５０６６

特別養護老人ホームの相部屋（多床室）に入所する方、ショートステイを利用
する方のうち、市民税課税世帯の方等の部屋代の負担が８月から変わります。
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有
効
期
限
が
平
成
28
年
７
月
31
日
の
新
し

い
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
が
交
付
さ

れ
ま
す
。
新
し
い
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証
は
さ
く
ら
色
と
な
り
ま
す
。

　
新
し
い
被
保
険
者
証
は
お
手
元
に
届
い
た

日
か
ら
お
使
い
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
平
成
26
年
度
ま
で
の
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
を
完
納
さ
れ
て
い
な
い
方
に
つ
き
ま
し

て
は
、
有
効
期
限
が
短
い
も
の
と
な
る
場
合

も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
現
在
お
使
い
の
被
保
険
者
証
に
つ
き
ま
し

て
は
、
８
月
以
降
お
使
い
に
な
れ
ま
せ
ん
。

古
い
被
保
険
者
証
に
つ
き
ま
し
て
は
個
人
情

報
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
裁
断
す
る

な
ど
し
て
廃
棄
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

　
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

は
、
被
保
険
者
証
と
は
別
に
同
じ
時
期
に
郵

送
し
ま
す
。

■
平
成
27
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
７
月
に
平
成
27
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
が
決
定
さ
れ
ま
す
。
保
険
料
は
、
み
な

さ
ん
が
等
し
く
負
担
す
る
「
均
等
割
額
」
と

前
年
の
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る
「
所
得
割

「
被
保
険
者
証
」・「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

７
月
中
旬
か
ら
簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま
す

額
」
の
合
計
に
な
り
ま
す
。

■
保
険
料
納
付
方
法

◎
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
の
方

特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
直
接
天
引
き
）
の

方
は
、
７
月
中
旬
に
保
険
料
決
定
通
知
書

及
び
納
入
通
知
書
が
送
付
さ
れ
、
10
月
以

降
（
12
月
、
翌
年
２
月
）
に
天
引
き
さ
れ

ま
す
。

ま
た
翌
年
度
４
月
以
降
の
仮
徴
収
額
は
、

２
月
時
の
特
別
徴
収
額
と
同
額
に
な
り
ま

す
。

既
に
仮
徴
収
さ
れ
て
い
る
方
は
、
本
算
定

さ
れ
た
年
額
か
ら
４・
６・
８
月
に
納
め
て

い
た
だ
い
た
金
額
を
控
除
し
た
差
額
が

10
・
12
・
翌
年
２
月
の
３
回
に
分
け
て
天

引
き
さ
れ
ま
す
。

◎
普
通
徴
収
（
通
知
書
・
口
座
振
替
）
の
方

普
通
徴
収
（
納
入
通
知
書
等
に
よ
り
直
接

金
融
機
関
等
で
納
め
る
方
あ
る
い
は
口
座

振
替
を
申
請
さ
れ
た
場
合
）
の
方
は
、
７

月
中
旬
に
納
入
通
知
書
及
び
保
険
料
決
定

通
知
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
納
期
は
年
８

回
（
７
月
か
ら
翌
年
２
月
ま
で
毎
月
）
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。

口
座
振
替
の
方
に
つ
い
て
は
記
載
さ
れ
た

納
期
限
に
口
座
か
ら
引
き
落
と
し
さ
れ
ま

す
。

期
日
を
ご
確
認
の
う
え
納
め
忘
れ
あ
る
い

は
残
高
不
足
の
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

ま
た
各
納
期
限
ま
で
に
納
付
が
な
い
場
合

に
は
、
翌
月
20
日
頃
に
督
促
状
が
お
手
元

に
届
き
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
国
保
年
金
課

　
国
保
・
年
金
担
当
（
１
階
２
‐
１
窓
口
）

　
☎
32
‐
２
１
１
１
（
内
１
１
２
～
１
１
４
）

　「後期高齢者医療制度」は、75 歳以上のすべての方と 65 歳
以上で一定の障害のある方を対象としている「医療制度」です。
　この制度は、都道府県単位で運営しており「山梨県後期高齢
者医療広域連合」が運営しています。

＝

＋

国保いきいきライフ通信

後期高齢者医療

被保険者の保険料

均等割額

所得割額

（賦課限度額５７万円）

４０, ４９０円

（所得−３３万円）×７. ８６％
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○高齢受給者証の更新（負担割合の見直し）に伴い、
甲州市の国民健康保険加入者で 70 歳から 74 歳ま
での方に、新しい負担割合を記載した「国民健康保
険高齢受給者証」を 7 月中にお送りします。有効
期限の切れた高齢受給者証については、個人情報が
記載されていますので、細かく裁断するなどして廃
棄してください。

※高齢受給者証は対象者個人ごとに書留郵便でお送り
します。

○医療機関等を受診の際は、必ず被保険者証と一緒に、
高齢受給者証を窓口に提示してください。

○新たに 70 歳となられる方には、誕生月（1 日生ま
れの方は前月）に高齢受給者証をお送りします（申
請は不要です）。誕生月の翌月（1 日生まれの方は
当月）から高齢受給者証をご利用いただけます。

一部負担金の割合

（医療機関の窓口で支払っていただく医療費の自己負
担割合）

　一部負担金の割合は、同じ世帯の 70 歳から 74 歳
までの国保加入者の住民税課税標準所得（※１）によっ
て、判定されます。
　判定基準は下記の表をご覧ください。

【住民税課税標準所得による判定基準】

※ 1．住民税課税標準所得とは
　前年中の給与所得をはじめ、年金、営業、農業、不
動産、利子、配当、一時、その他全ての所得金額から、
配偶者控除等の人的控除や社会保険料控除などの各種
控除を差引いた、市・県民税を計算するもとになる額
です。

3 割負担の方の申請による再判定

収入が基準以下の場合
　住民税課税標準所得による判定で負担割合が 3 割
となった場合でも、収入額（必要経費を控除する前）
が次に該当するときは、申請により、一部負担金の割
合が 1 割または 2 割になります。

【収入額による判定基準】

※対象者には、高齢受給者証と一緒に基準収入額適用
申請書をお送りしますので、必ず申請書の提出をお
願いします。

◎高齢受給者証の有効期限について

　高齢受給者証は毎年 8 月に更新（負担割合の見直し）
されるため、翌年 7 月 31 日（年度途中で該当の方は
該当月から最初の 7 月 31 日）までが有効期限となり
ます。 
　ただし、75 歳になる方の有効期限は、75 歳の誕
生日の前日までです。誕生日からは国民健康保険に代
わって後期高齢者医療制度に加入することになりま
す。 
　また、有効期限内に、国保資格の異動や所得の修正
などがあった場合には、一部負担金の割合を再判定し
ます。

◆お問い合わせ先
　国保年金課　国保・年金担当
　☎３２ ‐ ２１１１（内１１２～１１４）

国民健康保険高齢受給者証の送付について

判定基準 負担割合

現役並み所得者以外

1 割（昭和 19 年 4 月 1
日以前生まれの方）
2 割（昭和 19 年 4 月 2
日以降生まれの方）

現役並み所得者
（ 住 民 税 課 税 標 準 所 得
145 万円以上）

3 割

世帯構成 収入額

70 歳以上の国保加入者の方が 1
人の世帯 383 万円未満

70 歳以上の国保加入者の方が複
数（2 人以上）いる世帯

520 万円未満
（対象の方の合
計額）

70 ～ 74 歳の国保被保険者の方が
1 人の世帯で、同一世帯に国保か
ら後期高齢者医療制度へ移行した
方がいる世帯

520 万円未満
（対象の方の合
計額）
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のお知らせ
　国民健康保険は、病気やケガの時などに、お互いに助け合うための制度であり、みなさん
からの国民健康保険税で支えられています。
　近年の高齢化に伴う生活習慣病などの増加、医学医療技術の高度化などにより医療費は増
加しています。市では予防医療を推進し医療費の削減に努めておりますが、お互いに助け合
い、支え合う国民健康保険制度と税負担へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

＜国民健康保険税の算定＞
　国民健康保険税は、「医療保険分」「後期高齢者支援分」「介護保険分（４０～６４歳の方）」を年齢に応じて負
担していただくものです。

　次の４つの計算方法を組み合わせで、一世帯あたりの国民健康保険税の額が決まります。

≪注意点≫
・年度の途中で国民健康保険に加入した世帯については、加入した月から月割で課税されます。
　また、甲州市国民健康保険の資格を喪失した世帯については、喪失した日の属する月の前月分までが月割で課
　税されます。なお、世帯に属する被保険者の異動についても同様に月割で課税されます。
・年度の途中で６５歳になられる方は、６５歳になる前月までの国民健康保険税の介護保険分が、年度末までの
　納期に分けて課税されます。

国民健康保険税　各税率
平成２7 年度

医療分 支援分 介護分

所得割 前年の所得に応じて計算される額
（総所得 -33 万円）×税率 7.48％ 0.60％ 1.10％

資産割 固定資産税に応じて計算される額
（都市計画税を除く） 25.00％ 4.50％ 7.40％

均等割 世帯の加入者数に応じて計算される額 26,000 円 8,000 円 7,300 円

平等割 １世帯につき、計算される額 27,500 円 8,000 円 4,500 円

上限額 年間の各分の最高限度額 52 万円 17 万円 16 万円

４０歳未満
医療分＋支援分

４０歳～６４歳
医療分＋支援分＋介護分

６５歳～７４歳
医療分＋支援分

医療分

支援分

医療分

支援分

医療分
支援分
介護分

国 民 健 康 保 険 税
平成２7 年度
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＜所得が一定以下の世帯に対する軽減制度＞
　所得が一定以下の世帯については税負担を考慮し税額を減額する（税負担を軽くする）制度があります。※世
帯主や国民健康保険加入者の方で、前年中の所得の申告をされていない方がいる世帯では軽減が受けられません
のでご注意ください。
＊軽減対象表＊

※特定同一世帯所属者・・・国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険
　者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
移

行
に
伴
う
軽
減
制
度

　
世
帯
の
中
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
移

行
す
る
方
が
い
る
場
合
、
次
の
措
置
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
保
険
税
の
軽
減
を
判
定
す
る
際
に
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
移
行
に
よ
り
世
帯

の
国
保
加
入
者
が
減
少
し
て
も
、
移
行
後

５
年
間
は
移
行
し
た
方
の
人
数
及
び
所
得

を
含
め
て
判
定
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い

ま
し
た
が
、
平
成
25
年
度
の
税
制
改
正
に

よ
り
こ
れ
が
恒
久
化
さ
れ
ま
し
た
。

②
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
移
行
に
よ
り

単
身
世
帯
（
特
定
世
帯
）
と
な
る
場
合
は
、

移
行
後
５
年
間
は
平
等
割
（
介
護
分
を
除

く
）
を
１
／
２
軽
減
す
る
措
置
が
と
ら
れ

て
い
ま
し
た
が
、
平
成
25
年
度
の
税
制
改

正
に
よ
り
そ
の
後
３
年
間
１
／
４
を
減
額

す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
ま
し
た
。

③
社
会
保
険
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

移
行
す
る
こ
と
に
伴
い
、
そ
の
扶
養
家
族

で
あ
る
被
扶
養
者
の
方
（
65
～
74
歳
）
が

新
た
に
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
こ
と

に
な
っ
た
場
合
に
は
、
申
請
を
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
当
分
の
間
、
所
得
割
・
資
産
割

に
つ
い
て
は
全
額
免
除
、
均
等
割
に
つ
い

て
は
半
額
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
世
帯
の

国
保
加
入
者
が
被
扶
養
者
の
方
の
み
の
場

合
は
平
等
割
に
つ
い
て
も
半
額
に
な
り
ま

す
。

倒
産
や
解
雇
な
ど
で
離
職
さ
れ

た
方
に
対
す
る
軽
減
制
度

　
倒
産
や
解
雇
な
ど
で
離
職
さ
れ
た
方
（
非

自
発
的
失
業
者
）
の
国
民
健
康
保
険
税
お
よ

び
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度
額
を
申
請

に
よ
り
軽
減
す
る
制
度
を
平
成
22
年
４
月
か

ら
実
施
し
て
い
ま
す
。

■
対
象
と
な
る
方
（
次
の
条
件
に
全
て
当
て

は
ま
る
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
）

①
平
成
21
年
３
月
31
日
以
降
に
離
職
し
た
方

②
離
職
日
の
時
点
で
65
歳
未
満
の
方

③
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者
（
倒
産
・

解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職
）
ま
た
は
、
特
定

理
由
離
職
者
（
雇
い
止
め
な
ど
に
よ
る
離

職
）
の
方

■
軽
減
対
象
期
間
（
平
成
22
年
度
課
税
分
よ

り
適
用
）

　
離
職
日
の
翌
日
の
属
す
る
月
か
ら
そ
の
月

の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
末
ま
で
と
な
り

ま
す
。
軽
減
期
間
内
に
勤
務
先
の
健
康
保

険
に
加
入
す
る
な
ど
、
国
民
健
康
保
険
を

脱
退
し
た
と
き
は
そ
の
時
点
で
終
了
し
ま

す
。

■
軽
減
制
度
の
内
容

　
国
民
健
康
保
険
税
の
算
定
お
よ
び
高
額
療

養
費
の
所
得
区
分
の
判
定
で
、
対
象
者
の

前
年
給
与
所
得
を
１
０
０
分
の
３
０
と
し

て
算
定
し
ま
す
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

・
国
民
健
康
保
険
税
軽
減
申
請
書

・
印
鑑

・
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証   

・
資
格
喪
失
証
明
書
等
（
新
た
に
国
民
健
康

保
険
に
加
入
さ
れ
る
方
の
み
）

　ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わ
せください。

◆甲州市役所　☎３２ ‐ ２１１１（代表）

★国民健康保険制度、加入・脱退手続等に関すること
　　　　　　　・・・国保年金課　国保・年金担当

★国民健康保険税の賦課・算定の方法等に関すること
　　　　　　　・・・税務課　　　市民税担当

軽減判定所得額
（世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額）

減額内容
（均等割、平等割） 減額を受ける方法

世帯の所得の合計額が 33 万円以下の世帯 ７割減額 申請などの手続きは必要な
く、該当となる世帯主様に
は、あらかじめ７割、５割、
２割を減額した額の納付書
を送付いたします。

世帯の所得の合計額が 33 万円 ＋ 26 万円×（被保険者数 ＋ 特
定同一世帯所属者数）以下の世帯 ５割減額

世帯の所得の合計額が 33 万円 ＋ 47 万円×（被保険者数 ＋ 特
定同一世帯所属者数）以下の世帯 ２割減額
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■試験職種・試験区分・受験資格（年齢、資格・免許要件）・採用予定人数

■住所要件【各試験職種共通事項】
　甲州市内在住者又は採用時に甲州市内に在住（住民登録）することが可能な方。
＊現在、修学（就職）のため甲州市内に在住していないが、卒業後（採用時）再び甲州市内に在住（住民登録）
する方を含む。
■試験の科目

■試験申込書の配布（請求）及び受付場所　【お問い合わせ先】
※甲州市役所　総務課人事担当（２階１１番窓口）
　〒４０４−８５０１ 甲州市塩山上於曽１０８５番地１
　☎３２−２１１１（内２２５・２２６）
※郵便で受験申込書を請求する場合は、封筒の表に「職員採用試験申込用紙請求」と朱書きし、１４０円切手を
　貼った宛先明記の返信用封筒（Ａ４版が入る大きさ）を必ず同封してください。
■申込書配布開始日：７月１３日（月）から　＊土曜・日曜・祝日は除く
■受付期間
＊８月３日（月）～８月２１日（金）：（総務課窓口へ持参してください。）
＊午前８時３０分～午後５時１５分　＊土曜・日曜・祝日は除く
■試験日・会場
※第１次試験　９月２０日（日） 午前８時３０分～（甲州市役所 第１会議室（２階））
※第２次試験　１０月中旬以降の予定（詳細は、第１次試験合格者に通知します。）

試 験 職 種
〔一般行政職〕 試　験　区　分 年　齢　要　件 資　格　・　免　許　要　件 採用予

定人数

一 般 事 務

〔一般行政事務に
従事します〕

行政職

大学卒 昭和５７年４月２日以降
に生まれた方

学校教育法による４年制大学を卒業した方（平成２８年３月卒
業見込みを含む）、またはこれと同程度の学力を有する方 若干名

大学卒
（英語選考）

昭和５７年４月２日以降
に生まれた方

学校教育法による４年制大学を卒業した方（平成２８年３月卒
業見込みを含む）、またはこれと同程度の学力を有する方で、
次のいずれかの資格等を有する方
① TOEIC 860 点以上
② TOEFL 100 点以上
③実用英語検定１級

若干名

短大卒 昭和５７年４月２日以降
に生まれた方

学校教育法による短期大学を卒業した方（平成２８年３月卒
業見込みを含む）、またはこれと同程度の学力を有する方 若干名

高校卒 昭和５７年４月２日以降
に生まれた方

学校教育法による高等学校を卒業した方（平成２８年３月卒
業見込みを含む）、またはこれと同程度の学力を有する方 若干名

身　体
障害者 上記区分 上記の行政職の区分

による

上記の行政職の区分による
次の全ての要件を満たす方
・自力による通勤ができ、かつ、介護者なしに職務の遂行が
可能な方
・身体障害者手帳の交付を受けている方
・活字印刷文による出題に対応できる方

若干名

資格・免許職等

〔試験区分ごとの
専門業務及び一
般行政事務に従
事します〕

土木職（大学卒） 昭和５７年４月２日以降
に生まれた方

学校教育法による４年制大学を卒業した方（平成２８年３月卒
業見込みを含む）、かつ土木の専門課程を専攻している方 若干名

学　芸　員 昭和５７年４月２日以降
に生まれた方

学芸員資格を有する方、または平成２８年３月３１日までに資
格取得見込みの方 １名程度

保　健　師 昭和５７年４月２日以降
に生まれた方

保健師免許を有する方。または平成２８年３月３１日までに免
許取得見込みの方 若干名

栄　養　士 昭和５７年４月２日以降
に生まれた方

管理栄養士免許を有する方、または平成２８年３月３１日まで
に免許取得見込みの方 １名程度

職　種 区分 試　験　科　目 区分 試　験　科　目

一般行政職
（一般事務職、資格・
免許職）

第１次
試　験

・教養試験
・専門試験（職種ごと）
・職場適応性検査

第２次
試　験

・小論文（作文）
・個別面接

平成２７年度　甲州市職員採用試験案内
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頻
発
す
る
火
山
の
噴
火
や
地
震

が
起
こ
っ
て
お
り
、
大
き
な
災
害

に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
不

安
に
思
っ
て
い
る
方
も
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

災
害
時
、
ど
の
よ
う
に
命
を

守
っ
た
か
と
い
う
国
の
調
査
で

は
、
平
成
７
年
に
発
災
し
た
阪
神・

淡
路
大
震
災
で
は
約
９
割
が
自
力

や
家
族
・
近
所
に
よ
っ
て
救
出
さ

れ
た
と
報
告
が
あ
り
、
ま
た
平
成

25
年
に
発
災
し
た
東
日
本
大
震
災

に
お
い
て
も
近
所
の
方
の
声
か
け

や
救
助
で
命
が
助
か
っ
た
と
い
う

事
例
が
あ
り
ま
し
た
。

　
自
然
災
害
は
い
つ
、
ど
こ
で
起

こ
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
災
害
時

に
お
い
て
、近
所
の
要
援
護
者
（
高

齢
者
等
）
の
情
報
が
重
要
に
な
り
、

１
人
１
人
へ
の
緊
急
時
の
対
応
は

地
域
住
民
同
士
が
重
要
な
役
割
を

果
た
し
、
災
害
救
出
時
に
地
域
の

つ
な
が
り
が
ま
す
ま
す
重
要
に
な

り
ま
す
。

～
普
段
か
ら
防
災
意
識
を
持
ち
ま

し
ょ
う
～

○
指
定
避
難
場
所
と
そ
こ
ま
で
の

経
路
を
確
認
す
る
。

　
介
護
者
が
必
要
な
方
は
、
家
族

や
近
所
の
方
と
具
体
的
な
避
難

方
法
を
確
認
す
る
。

○
地
域
の
行
事
や
活
動
、
防
災
訓

練
へ
参
加
。

○
家
族
や
助
け
て
く
れ
る
方
と
災

害
時
ど
の
よ
う
に
連
絡
を
と

る
か
決
め
て
お
き
、
連
絡
先
を

分
か
り
や
す
い
所
に
置
い
て
お

く
。

○
在
宅
独
居
高
齢
者
台
帳
へ
の
登

録
　
（
65
歳
以
上
で
身
近
に
家
族
が

い
な
い
方
。
登
録
は
希
望
者
が

民
生
委
員
へ
申
し
込
む
）

～
物
品
準
備
～

○
食
料
や
飲
料
水

○
メ
ガ
ネ
や
杖
の
予
備

○
現
在
服
用
し
て
い
る
薬
・
お
薬

手
帳
や
現
在
利
用
し
て
い
る
医

療
物
品
を
す
ぐ
に
持
ち
出
せ
る

よ
う
に
し
て
お
く

○
カ
イ
ロ
や
防
寒
着

○
オ
ム
ツ
や
歯
磨
き

○
衣
類
や
下
着

○
健
康
保
険
証
の
コ
ピ
ー
等

高齢者の助っ人 もし今、災害が起きたらあなたはどうしますか？
地域包括支援センターです‼

新しい家族を
迎えるための準備
♡マタニティークラス♡
妊娠したけど何をすればいい？何が必要な
の？そんな悩みを助産師や保健師に気軽に相
談でき、妊娠中の生活・出産・育児などにつ
いて学ぶことができます。3 課と 4 課では赤
ちゃんだっこ体験もあり、先輩パパママとの
交流もできます。また、これから一緒に出産
や子育てをしていく仲間づくりの場になりま
す。４課以外の課でもパパになる方のご参加
もお待ちしています。

◇１課：お産について
◇２課：妊娠中のお口の健康と栄養
◇３課：母乳育児（先輩ママとの交流）
◇４課：両親学級（先輩パパママとの交流）
＊日　程　：すくすくカレンダー、広報でご
　　　　　　確認ください。
＊受付時間：13：10 ～ 13：30
＊講義時間：13：30 ～ 15：30
＊場　所　：塩山保健福祉センター
＊持ち物　：母子健康手帳、
　　　　　　健康手帳（母子手帳交付時に配
　　　　　　布しました黄色のファイル）
◆お問い合わせ先
　健康増進課　☎３３ ‐ ７８１２

◆お問い合わせ先
　甲州市地域包括支援センター
　☎３２ ‐ ５６００
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ワ イン審査会開催！

　６月１０日と１７日の両日、甲州市ワイン品質審
査会を勝沼市民会館で行いました。
　審査の結果、白ワイン７５点、赤ワイン６６点、
ロゼワイン６点、スパークリングワイン７点が合格
し、恩田審査長は「醸造上の大きな欠陥があるワイ
ンはほとんどなく、醸造技術の向上や醸造家の努力
が確認できた。ただ、苦味や渋みがあるものも散見
された。」と２０１４年産を中心としたワインの出
来栄えを評価しました。合格したワインは、審査会
推奨シールを貼り、勝沼ぶどうの丘で販売されます。

勝 沼ワイングラス　一新！

　６月２日、勝沼ワイン協会はオリジナルワイングラス
をリニューアルを記念した発表会を開催しました。
　１９７２年に湯のみタイプの初代ワイングラスが誕生
し、１９８９年にテイスティングタイプ、そして今回の
新しいグラスはチューリップの花に似た「ブルゴーニュ
型」でこれまでよりも大きめで優雅なデザインとなって
います。
　なお、新しいグラスは、１０月の甲州市かつぬまぶど
うまつりで販売を始め、その後は協会加盟ワイナリーや
ぶどうの丘で販売します。

父 の日に合わせ市長を訪問♪

　塩山愛育園と赤尾保育園は、父の日に合わせて、田辺市長を訪問しました。
　園児たちは「市長さん、おしごとがんばってください！」と元気な声で、手作りの貼り絵を市長に手渡しました。
　「市長さんはどんなおしごとをしているのですか？」など園児の質問に、「皆さんが保育園で元気いっぱいに遊
べるように頑張っています」と田辺市長は大きな笑顔で答えていました。
　なお、プレゼントされた手作りの貼り絵は、市役所本庁舎政策秘書課前の通路に展示してあります。

まちのわだい

左から初代、２代目、３代目のワイングラス甲州市ワイン品質審査会（６月 10 日・17 日）

塩山愛育園 赤尾保育園



広報こうしゅう
17

10 周年記念イベント
どーもくん！／鑑定団ｉｎ甲州

　甲州市誕生から１０年。この節目の年を市民の皆さ
んで喜びを分かち合おうと、様々イベントを開催して
います。
　５月１７日には、ＮＨＫＢＳプレミアム番組「みん
なＤＥどーもくん！」（６月７日放送）、６月２０日に
は、テレビ東京番組「出張！なんでも鑑定団ｉｎ甲州」
を公開収録しました。ワクワク、ドキドキ。会場に訪
れた皆さんは大きな笑顔で、市制施行１０周年イベン
トを楽しんでいました。なお、収録の模様は、７月
１４日（火）テレビ東京番組「開運！なんでも鑑定団」
の中の「出張！なんでも鑑定団ｉｎ甲州」で放送され
る予定です。ぜひご覧ください♪

放送予定のお知らせ
テレビ東京番組

「開運！なんでも鑑定団」
放送予定日：７月１４日（火）

ほ うとうは伝統の郷土料理
作って、食べて世代間交流

　大和ふるさと会館では６月１４日、世代間交流事業
の一環として、山梨県郷土料理の代表「ほうとう」づ
くりを行いました。
　参加者は児童から一般まで幅広い年代の方々で、麺
打ちや野菜を切るなど、協力し合いながらほうとう作
りを通して地域の交流を深めました。
　参加者の河野洋平さんは「伝統の郷土料理を子ども
たちに伝えられたと思う」と語り、全員で手作りのほ
うとうをおいしく食べました。

恋 人の聖地　勝沼ぶどうの丘
記念の銘板が手渡されました

　恋人の聖地プロジェクトは５月２７日、恋人の聖地
に認定した銘板を送る授与式を都内で開催し、理事長
の桂由美さんから田辺市長に、記念の銘板が手渡され
ました。
　授与式には、恋人の聖地親善大使の板野友美さんも
参加するなど注目が集まりました。
　市では、同プロジェクトから認定された「勝沼ぶどう
の丘」をロマンティックな恋人の聖地としてＰＲしてい
きます。

みんな DE どーもくん！（５月 17 日）

出張！なんでも鑑定団ｉｎ甲州（６月 20 日）

みんな笑顔でほうとうづくりを楽しみました！

恋人の聖地の銘板が手渡されました♪
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情
報

in
fo
rm
a
tio
n

税
務
課
資
産
税
担
当
か
ら
の

お
願
い

　
固
定
資
産
税
は
、
基
準
日
と
な
る
毎
年
１

月
１
日
に
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
を
所
有

す
る
方
に
納
税
し
て
い
た
だ
く
税
金
で
す
。

■
家
屋
の
取
り
壊
し
届
け
（
家
屋
現
況
申
告

書
）
に
つ
い
て

　
今
ま
で
建
っ
て
い
た
家
屋
の
全
部
、
ま
た

は
一
部
を
取
り
壊
し
た
場
合
は
、
そ
の
年

内
中
に
税
務
課
に
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
届
出
の
あ
っ
た
家
屋
は
、
現
地
調
査
・
確

認
の
上
、
翌
年
度
か
ら
そ
の
取
り
壊
し
部

分
が
課
税
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

■
家
屋
調
査
へ
の
ご
協
力
を
…

　
家
屋
を
新
築
・
増
築
さ
れ
た
場
合
は
、
市

の
職
員
が
家
屋
資
産
評
価
の
た
め
、
ご
自

宅
へ
伺
い
ま
す
。
調
査
の
日
程
は
事
前
に

確
認
し
て
か
ら
、
お
伺
い
し
ま
す
の
で
、

ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
太
陽
光
発
電
設
備
に
係
る
固
定
資
産
税（
償

却
資
産
）
の
申
告
に
つ
い
て

　
太
陽
光
発
電
設
備
は
、
固
定
資
産
税
（
償

却
資
産
）
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　
課
税
の
対
象
と
な
る
場
合
は
、
毎
年
１
月

末
ま
で
に
償
却
資
産
の
所
有
状
況
を
申
告

し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
太
陽
光
発
電
設
備
を
設
置
さ
れ
た
際
は
次

の
お
問
い
合
わ
せ
先
に
ご
連
絡
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
課　
資
産
税
担
当

　
☎
32
‐
２
１
１
１

　
（
内
１
８
１
～
１
８
３
）

　
勝
沼
支
所　
地
域
振
興
担
当

　
☎
44
‐
１
１
１
１

　
大
和
支
所　
地
域
振
興
担
当

　
☎
48
‐
２
１
１
１

７
月
か
ら
下
水
道
使
用
料
が

改
定
と
な
り
ま
す

　

７
月
１
日
（
10
月
請
求
分
）
か
ら
下
水
道

使
用
料
が
改
定
と
な
り
ま
す
。

・
改
定
と
な
っ
た
使
用
料

○
下
水
道
使
用
料
（
塩
山
・
勝
沼
・
大
和
地
区
）

○
市
町
村
設
置
型
浄
化
槽
使
用
料
（
大
和
地

　
区
の
み
）

※
大
和
地
区
の
市
設
置
型
浄
化
槽
使
用
料
は

　
下
水
道
使
用
料
と
同
じ
料
金
体
系
と
な
っ

　
て
い
ま
す
の
で
、
今
回
改
定
に
な
り
ま
し

　
た
。

○
水
道
料
金
の
改
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ご
利
用
の
皆
様
に
は
ご
負
担
を
お
か
け
し

ま
す
が
、
ご
理
解
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
都
市
整
備
課　
下
水
道
担
当

　
☎
32
‐
５
０
７
８

平
成
27
・
28
年
度

甲
州
市
協
働
の
ま
ち
づ
く
り

推
進
委
員

　
甲
州
市
か
ら
委
嘱
を
受
け
た
甲
州
市
協
働

の
ま
ち
づ
く
り
推
進
委
員
（
敬
称
略
）
は
次

の
18
名
で
す
。　
◎
委
員
長　
○
副
委
員
長

　
◎
丸
山　
正
次

　
○
日
原　
健
次

　
　
金
井　
正
喜

　
　
天
野　
勝
博

　
　
有
賀　
文
雄

　
　
辻　
　
武
彦

　
　
瀧
澤　
美
佐
子

　
　
内
田　
博
彦

　
　
武
井　
勇
太

　
　
小
澤　
克
徳

　
　
佐
野　
久

　
　
塚
田　
純
子

　
　
榊
原　
雅
樹

　
　
三
枝　
健
治

　
　
吾
妻　
治
久

　
　
中
村　
実

　
　
野
口　
雅
美

　
　
小
俣　
多
美
子

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課　
市
民
参
画
・
協
働
担
当

　
☎
32
‐
５
５
８
３

平
成
27
・
28
年
度

甲
州
市
消
費
生
活
相
談
員

　
甲
州
市
長
か
ら
委
嘱
を
受
け
た
、
消
費
生

活
相
談
員
は
次
の
14
名
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
敬
称
略
・
順
不
同
）

　
林　
　
德
子

　
雨
宮　
和
美

　
中
村　
道
子

　
小
澤　
康
子

　
藤
木　
み
志
ま

　
津
田　
は
る
み

　
髙
島　
和
美

　
古
屋　
小
百
合

　
大
村　
友
子

　
甘
利　
綾
子

　
雨
宮　
栞

　
森
川　
志
津
子

　
平
塚　
明
美

　
橘
田　
悦
子

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課　
市
民
生
活
担
当

　
☎
32
‐
５
０
６
８

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の

委
嘱
に
つ
い
て

　

甲
州
市
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
う
ち
、

欠
員
と
な
っ
て
い
た
地
区
で
次
の
方
が
厚
生

労
働
大
臣
か
ら
６
月
１
日
付
け
で
委
嘱
さ
れ

ま
し
た
。

　
　
　
　
（　
）
内
は
担
当
地
区
（
敬
称
略
）

○
久
保
田
あ
ゆ
み　
（
塩
山
中
央
区
）

※
任
期

　
平
成
27
年
6
月
1
日
～

　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
28
年
11
月
30
日

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
課　
地
域
福
祉
担
当

　
☎
32
‐
５
０
２
７



広報こうしゅう
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平成２７年度交通災害共済加入受付中です
家族揃って加入しましょう！
　この共済は、加入者が交通災害にあった場合に被害の程度によって見
舞金をお支払いする相互救済の制度です。掛金はひとり年間５００円で
共済期間は平成２７年４月１日ですが、中途加入の場合は、その翌日か
ら平成２８年３月３１日までとなります。甲州市に住所を有し、住民基
本台帳に記載されている方なら、どなたでも加入できますので、ご家族
そろってのご加入をお待ちしております。
◆申し込み・お問い合わせ先
　市民課　市民生活担当　☎３２‐５０６８（課直通）
　勝沼支所　☎４４‐１１１１　　大和支所　☎４８‐２１１１

住
民
主
体
の
減
災
力
の
強
い

ま
ち
づ
く
り
研
修　
開
催

　
住
民
と
行
政
が
協
働
す
る
「
住
民
主
体
の

減
災
力
の
強
い
ま
ち
づ
く
り
研
修
」
に
参
加

し
ま
せ
ん
か
？

■
日　
時　
７
月
22
日
（
水
）

　
　
　
　
　
午
後
７
時
30
分
～

■
場　
所　
市
役
所　
本
庁
舎　
２
階

　
　
　
　
　
第
１
会
議
室

■
対
象
者　
甲
州
市
民

■
内　
容　

・
減
災
協
定
締
結

・
研
修
「
機
能
す
る
自
主
防
災
組
織
」

■
主　
催

　
甲
州
市
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
減
災
ネ
ッ
ト
や
ま

な
し

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
課　
行
政
・
防
災
担
当

　
☎
32
‐
５
０
４
１

『
雁
坂
ト
ン
ネ
ル
』
の
通
行
が

期
間
限
定
で
無
料
に
な
り
ま
す

　

７
月
１
日
（
水
）
か
ら
11
月
30
日
（
月
）

ま
で
の
期
間
、山
梨
県
と
埼
玉
県
を
結
ぶ
「
雁

坂
ト
ン
ネ
ル
」（
国
道
１
４
０
号
）
の
通
行
料

金
が
、
全
車
両
（
自
転
車
・
歩
行
者
は
通
行

不
可
）
を
対
象
に
無
料
に
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
山
梨
県
が
観
光
シ
ー
ズ
ン
に
合

わ
せ
周
辺
地
域
の
振
興
の
一
環
と
し
て
、
観

光
客
の
誘
客
促
進
を
目
的
と
し
た
も
の
で
す
。

　
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
、
埼
玉
県
秩
父
方
面
か

ら
北
関
東
各
方
面
へ
の
観
光
に
、「
雁
坂
ト
ン

ネ
ル
」
を
使
っ
て
行
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
ま
た
、
埼
玉
県
や
北
関
東
か
ら
山
梨
に
お

い
で
に
な
る
知
人
な
ど
へ
も
お
知
ら
せ
く
だ

さ
い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
山
梨
県
道
路
公
社
雁
坂
ト
ン
ネ
ル
有
料
道

　
路
管
理
事
務
所

　
☎
39
‐
２
３
３
０

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
助
成
を

受
け
て
い
る
皆
さ
ん
へ

　
毎
年
８
月
は
『
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
受

給
資
格
更
新
申
請
書
』
の
提
出
が
必
要
で
す
。

こ
れ
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
助
成
を
受

け
て
い
る
方
全
員
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
該
当
す
る
方
に
は
、
通
知
文
と
申
請
書
を

８
月
上
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

　
な
お
、
未
提
出
の
場
合
、
平
成
27
年
９
月

以
降
の
更
新
が
行
わ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
忘
れ

ず
に
本
庁
子
育
て
支
援
課
ま
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
子
育
て
支
援
課　
児
童
福
祉
担
当

　
☎
32
‐
５
０
８
１

児
童
扶
養
手
当
を

受
給
し
て
い
る
皆
さ
ん
へ

　

毎
年
８
月
は
『
児
童
扶
養
手
当
現
況
届
』

の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
こ
れ
は
、
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い

る
方
全
員
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
該
当
す
る
方
に
は
、
通
知
文
と
現
況
届
を

７
月
下
旬
以
降
、
順
次
郵
送
し
ま
す
。
未
提

出
の
場
合
、
平
成
27
年
８
月
分
以
降
の
手
当

の
支
給
が
停
止
さ
れ
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に

本
庁
子
育
て
支
援
課
ま
で
必
ず
ご
本
人
が
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
手
当
受
給
開
始
（
事
由
発
生
日
）

か
ら
５
年
以
上
経
過
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、

『
一
部
支
給
停
止
適
用
除
外
事
由
届
出
書
』
の

提
出
も
必
要
と
な
り
ま
す
。
該
当
者
に
は
７

月
上
旬
に
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
現
況
届
と

一
緒
に
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
届
出
が
な

い
場
合
、
８
月
以
降
の
手
当
の
支
給
が
半
額

に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
子
育
て
支
援
課　
児
童
福
祉
担
当

　
☎
32
‐
５
０
８
１

献
血
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　
輸
血
用
血
液
に
は
、
有
効
期
限
が
あ
り
ま

す
。
血
液
が
使
わ
れ
な
い
日
は
あ
り
ま
せ
ん
。

皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
日　
時　
７
月
22
日
（
水
）

　
　
　
　
　
午
前
９
時
30
分
～
11
時
30
分

　
　
　
　
　
午
後
12
時
30
分
～
３
時
30
分

■
場　
所　
市
役
所
本
庁
舎
東
側
駐
車
場

■
主　
催　
甲
州
市

　
　
　
　
　
塩
山
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ

■
協　
力　
甲
州
市
赤
十
字
奉
仕
団

■
当
日
服
用
し
て
い
て
も
献
血
し
て
よ
い
対

　
象
薬

　
ビ
タ
ミ
ン
剤
・
血
圧
の
薬
・
花
粉
症
の
薬

　
胃
腸
薬
・
高
脂
血
症
治
療
薬

※
ほ
か
に
も
服
薬
さ
れ
て
い
る
薬
の
種
類
な

　
ど
、
献
血
に
ご
協
力
い
た
だ
け
る
か
の
判

　
断
は
当
日
、
検
診
医
が
最
終
的
な
判
断
を

　
行
い
ま
す
。

■
お
願
い

※
輸
血
用
血
液
の
安
全
対
策
と
し
て
、
本
人

　

確
認
の
で
き
る
も
の
（
運
転
免
許
証
等
）

　
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
パ
ソ
コ
ン
入
力
に

　
よ
る
情
報
確
認
を
し
ま
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
増
進
課　
健
康
企
画
・
医
療
担
当

　
☎
32
‐
５
０
１
４



暮
ら
し
の
情
報

平成 27 年 7 月
20

東
山
梨
行
政
事
務
組
合

平
成
27
年
度
職
員
採
用
試
験
案
内

　
東
山
梨
行
政
事
務
組
合
で
は
、
次
に
よ
り

事
務
職
員
及
び
消
防
職
員
の
採
用
試
験
を
行

い
ま
す
。

■
試
験
職
種
・
採
用
予
定
人
員

○
事
務
職　
１
名

　
平
成
２
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
10
年
４
月

１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
で
、
高
等
学
校
以

上
（
高
校
、
短
大
、
大
学
）
を
卒
業
し
た
方

及
び
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で
に
卒
業
見
込

み
の
方
並
び
に
こ
れ
ら
と
同
程
度
の
学
力
を

有
す
る
方

○
消
防
職　
７
名
程
度

　

 

平
成
２
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
10
年
４
月

１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
で
、
高
等
学
校
以

上
（
高
校
、
短
大
、
大
学
）
を
卒
業
し
た
方

及
び
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で
に
卒
業
見
込

み
の
方
並
び
に
こ
れ
ら
と
同
程
度
の
学
力
を

有
す
る
方

※
採
用
後
、
甲
州
市
及
び
山
梨
市
に
居
住
し

　
て
い
る
方
ま
た
は
居
住
で
き
る
方

■
試
験
日

○
第
１
次
試
験

　
９
月
20
日
（
日
）

○
第
２
次
試
験

　
第
１
次
試
験
合
格
者
に
通
知

■
申
込
受
付
期
間

　
７
月
21
日
（
火
）
～
８
月
10
日
（
月
）

※
受
付
時
間
は
、
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

　
時
15
分
ま
で
（
土
曜
日
・
日
曜
日
を
除
く
。）

■
そ
の
他

　

 

採
用
試
験
案
内
及
び
そ
の
他
の
資
格
要
件

等
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
東
山
梨
行
政

事
務
組
合
総
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
東
山
梨
行
政
事
務
組
合

　
総
務
課　
庶
務
係

　
〒
４
０
４
‐
０
０
３
７

　
甲
州
市
塩
山
西
広
門
田
３
８
５
番
地

　
☎
32
‐
５
０
２
１

甲
州
市
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

看
護
師
さ
ん
を
募
集

　

甲
州
市
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、

在
宅
で
看
護
が
必
要
な
ご
家
庭
に
訪
問
し
、

看
護
や
生
活
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い
た
だ

く
訪
問
（
正
）
看
護
師
さ
ん
を
募
集
し
て
い

ま
す
。
働
く
時
間
は
ご
本
人
の
都
合
で
、
フ

ル
タ
イ
ム
で
も
短
時
間
で
も
Ｏ
Ｋ
で
す
。

■
採
用
予
定
人
員　
１
名

■
時
間
給　
時
給
１
５
０
０
円
以
上

■
必
要
書
類

　
履
歴
書
（
看
護
師
免
許
写
添
付
）

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
甲
州
市
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　
☎
20
‐
６
０
１
１

平
成
27
年
度
自
衛
官
等
募
集
案
内

　
自
衛
隊
で
は
、
自
衛
官
等
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

■
募
集
種
目
・
受
付
期
間

○
航
空
学
生
（
男
子
・
女
子
）　

　
８
月
１
日
（
土
）
～
９
月
８
日
（
火
）

○
一
般
曹
候
補
生
（
男
子
・
女
子
）

　
８
月
１
日
（
土
）
～
９
月
８
日
（
火
）

○
自
衛
官
候
補
生
（
男
子
・
女
子
）

・
男　
子

　
年
間
を
通
じ
て
行
っ
て
お
り
ま
す
。

・
女　
子

　
８
月
１
日
（
土
）
～
９
月
８
日
（
火
）

○ 

防
衛
大
学
校
学
生
（
推
薦
・
総
合
選
抜
・

　
一
般
前
期
・
一
般
後
期　
男
子
・
女
子
）

・
推
薦
／
総
合
選
抜

　
９
月
５
日
（
土
）
～
９
月
９
日
（
水
）

※
前　
期

　
９
月
５
日
（
土
）
～
９
月
30
日
（
水
）

※
後　
期

　
平
成
28
年
１
月
20
日
（
水
）
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
月
29
日
（
金
）

○
防
衛
医
科
大
学
校
医
学
科
学
生

　
９
月
５
日
（
土
）
～
９
月
30
日
（
水
）

○
防
衛
医
科
大
学
校
看
護
学
科
学
生

　
９
月
５
日
（
土
）
～
９
月
30
日
（
水
）

○ 

高
等
工
科
学
校
生
徒

　
　
　
　
（
推
薦
・
一
般　
男
子
）

・
推　
薦

　
11
月
１
日
（
日
）
～
12
月
４
日
（
金
）

・
一　
般

　
11
月
１
日
（
日
）
～

　
　
　
　
　
平
成
28
年
１
月
８
日
（
金
）

○
貸
費
学
生
（
技
術
）

　
12
月
１
日
（
火
）
～

　
　
　
　
　
平
成
28
年
１
月
８
日
（
金
）

■
そ
の
他

　

 

応
募
資
格
、
受
付
期
間
、
試
験
日
程
、
合

格
発
表
、
入
（
隊
）
校
時
期
、
待
遇
そ
の
他

の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
自
衛
隊
甲
府
募
集
案

内
所
ま
で
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。な
お
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
自
衛
隊　
甲
府
募
集
案
内
所

　
甲
府
市
酒
折
２
‐
２
‐
７

　
☎
０
５
５
‐
２
２
８
‐
６
４
２
７

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

　

http://w
w

w
.m

od.go.jp/pco/
yam

anashi/

救
護
施
設
「
鈴
宮
寮
」

介
護
員
（
臨
時
職
員
）
募
集

　
甲
州
市
救
護
施
設
「
鈴
宮
寮
」
で
は
、
介

護
員
（
臨
時
職
員
）
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

■
業
務
内
容

　
入
寮
者
の
日
常
生
活
の
介
護
全
般

■
業
務
体
制
／
時
間

　
原
則
、
交
代
制
の
勤
務
と
な
り
ま
す
。

　
Ａ　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

　
Ｂ　
午
後
４
時
30
分
～

　
　
　
　
　
　
　
翌
日
の
午
前
８
時
45
分

　
Ｃ　
午
後
１
時
～
午
後
５
時
15
分

※
宿
直
勤
務　
４
回
～
５
回
（
毎
月
）

※
日
直
勤
務　
２
回
程
度

　
（
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
の
勤
務
）

■
賃
金
／
賞
与

　
日
給　
７
，
０
０
０
円
／
賞
与　
年
２
回

※
宿
直
手
当
も
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
そ
の
他

・
業
務
時
間
に
は
休
憩
時
間
も
含
ま
れ
て
い

　
ま
す
。

・
雇
用
、
公
災
、
健
康
、
厚
生
の
保
険
等
に

　
加
入
し
て
い
ま
す
。

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
課　
人
事
担
当

　
☎
32
‐
２
１
１
１
（
内
２
２
５
）



広報こうしゅう
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　甲州市では、山梨県総合県税事務所と合同で、
市税の滞納者から差し押さえた不動産の公売を実
施します。公売物件の購入を希望される場合は、
入札への参加が必要になります。公売物件の概要
や入札手続きに等については、甲州市役所収納課
までお問い合わせください。
■公売日時
　入札時間：平成２７年７月１４日（火）
　　　　　　午後１時３０分～午後２時まで
　開札時間：平成２７年７月１４日（火）
　　　　　　午後２時０１分～
■公売会場　山梨県笛吹市石和町広瀬７８５番地
　　　　　　山梨県東八代合同庁舎３階大会議室
■公売物件
　所　　在：甲州市塩山上於曽字山腰２９番１
　　　　　　及び３１番
　地　　目：雑種地
　地　　積：合計１，１６８㎡
　見積価格：１７，１５０，０００円
　公売保証金：１，７１５，０００円

■その他
・公売に参加するためには、当日に公売保証金の

納付が必要です。公売保証金を納付した後でな
ければ、入札できません。

・入札に際しては、あらかじめ公売物件の現況等
をご確認いただき、市役所収納課に備え付けの
関係公簿を閲覧したうえで入札してください。

・ご不明な点、及び入札日に必要な書類等につい
ては、甲州市役所収納課までお問い合わせくだ
さい。

◆お問い合わせ先
　甲州市役所収納課
　☎３２ ‐ ２１１１（内１７２）

公売日は平成２７年7月14日（火）です。
平成２７年度　第１回合同不動産公売のお知らせ

公
売
物
件
の
現
地
写
真

介
護
慰
労
金
を
支
給
し
ま
す

　
寝
た
き
り
高
齢
者
、
ま
た
は
認
知
症
高
齢

者
を
在
宅
で
介
護
し
て
い
る
方
に
、
介
護
慰

労
金
を
支
給
し
ま
す
。

■
支
給
対
象
者

○
甲
州
市
内
に
住
所
が
あ
る
介
護
者

○
４
月
１
日
よ
り
過
去
１
年
間
に
わ
た
り
、

寝
た
き
り
ま
た
は
認
知
症
で
あ
る
高
齢
者

と
同
居
し
て
お
り
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
て
い
な
か
っ
た
高
齢
者
を
、
１
年

間
を
通
し
て
常
時
介
護
し
た
介
護
者
。

※
年
間
１
週
間
程
度
の
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
利

　
用
、
３
ヶ
月
以
内
の
入
院
は
、
常
時
介
護

　
し
て
き
た
も
の
と
み
な
し
ま
す
。

○
寝
た
き
り
高
齢
者

　
要
介
護
４・５
ま
た
は
相
当
の
状
態
に
あ
る

　
高
齢
者

○
認
知
症
高
齢
者

　
次
の
①
と
②
の
両
方
の
条
件
を
満
た
す
高

　
齢
者

①
認
知
症
の
状
況

　
次
に
掲
げ
る
項
目
に
１
つ
以
上
該
当
す
る

　
こ
と
。

　
⑴
最
近
の
出
来
事
が
分
か
ら
な
い
。

　
⑵
時
々
自
分
の
部
屋
が
ど
こ
に
あ
る
か
分

　
　
か
ら
な
い
。

②
問
題
行
動
の
状
況

　
《
ａ
》
の
項
目
に
１
つ
以
上
、ま
た
は
《
ｂ
》

　
の
項
目
に
２
つ
以
上
該
当
す
る
こ
と
。

　
《
ａ
》

　
⑴
他
人
に
暴
力
を
ふ
る
う
。

　
⑵
自
殺
を
図
る
。

　
⑶
火
を
常
に
も
て
あ
そ
ぶ
。

　
⑷
屋
外
を
あ
て
も
な
く
歩
き
ま
わ
る

　
⑸
い
つ
も
興
奮
し
て
い
る
。

　
⑹
夜
間
に
大
声
を
出
し
て
家
族
を
起
こ
す
。

　
⑺
糞
尿
を
も
て
あ
そ
ぶ
。

　
⑻
便
を
食
べ
て
し
ま
う
。

　
⑼
常
に
失
禁
し
て
し
ま
う
。

　
《
ｂ
》

　
⑴
乱
暴
な
ふ
る
ま
い
を
行
う
。

　
⑵
自
分
の
身
体
を
傷
つ
け
る
。

　
⑶
火
の
不
始
末
が
時
々
あ
る
。

　
⑷
家
の
中
を
あ
て
も
な
く
歩
き
ま
わ
る
。

　
⑸
し
ば
し
ば
興
奮
し
、
騒
ぎ
立
て
る
。

　
⑹
場
所
を
か
ま
わ
ず
放
尿
、
排
便
を
す
る
。

　
⑺
時
々
失
禁
す
る
。

■
支
給
金
額　
年
額
２
０
，
０
０
０
円

　
な
お
、
当
該
高
齢
者
が
寝
た
き
り
高
齢
者

　
及
び
認
知
症
高
齢
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当

　
す
る
場
合
は
、
寝
た
き
り
高
齢
者
の
み
に

　
該
当
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

　
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
場
合
は
、
地
域
包

　
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　
さ
い
。
お
問
い
合
わ
せ
後
、
必
要
に
応
じ

　
て
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、
職
員
が
ご
自

　
宅
に
伺
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。

■
申
込
期
間

　
７
月
１
日
（
水
）
～
７
月
31
日
（
金
）

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
（
介
護
支
援
課
内
）

　
☎
32
‐
５
６
０
０
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さわやか講演会開催
　「青少年の非行・被害防止全国強調月間」・「社会を明るく
する運動強調月間」にあわせ、青少年育成甲州市民会議では、
青少年健全育成への意識の高揚と、犯罪・非行のない明るい
社会づくりをめざして「さわやか講演会」を開催いたします。
　地域で子どもを守り育てるために、多数の皆さんのご参加
をお願いいたします。
■講　師　山梨大学大学院教育学研究科
　　　　　教授　川村　協平　氏
■日　時　７月２日（木）午後７時～午後８時３０分
■演　題　「幸せになる力」を育てる自然体験
■場　所　勝沼市民会館　２階　大会議室
■主　催　青少年育成甲州市民会議
■共　催　「社会を明るくする運動」推進委員会
■後　援　甲州市教育委員会
　　　　　塩山ライオンズクラブ
　　　　　勝沼・大和ライオンズクラブ
◆お問い合わせ先
　甲州市教育委員会　生涯学習課　
　社会教育担当　☎３２ ‐ ５０９７

７月は「社会を明るくする運
動」強調月間です。
　すべての国民がそれぞれの立場から力を
合わせて、犯罪や非行のない安心・安全な
地域社会を築こうとする、法務省主唱によ
る全国的な運動です。

今年の行動目標
①犯罪や非行のない安全・安心な地域社会
　を築くための取り組みを進めよう
②犯罪や非行をした方たちの立ち直りを支
　えよう

　この運動を地域の皆様に理解していただ
き、連携を深めるために、「社会を明るく
する運動」甲州地区推進委員会では、７月
１日（水）に市内で広報活動を行います。
◆お問い合わせ先
　福祉課　地域福祉担当
　☎３２ ‐ ５０２７

農地の実勢賃貸借情報 
　平成 26 年 1 月から 12 月までに締結された農地の
賃貸借料の水準は、以下のとおりとなっております。

（10 アール当たり　単位：円）

※データの無い箇所は、賃貸借契約が無かった地域です。
※使用貸借（無料）のもの、借料が平均値±（平均値× 70％）を
　超えるもの等は除かれています。

農地は貴重な財産です
～農地中間管理事業を活用しませんか～

☆農地を有効活用するための、新しい仕組みです。
☆新しい仕組みは、「農地中間管理事業」です。公的

機関なので安心です。
☆農業のリタイアを考えている方、相続される方は家

族で話し合い、早めの対策を考えましょう。

○中間管理機構を通して農地の貸し借りを行った場合
には、協力金が支払われるケースもあります。

　詳しい内容は、下記までお問い合わせください。

品種等／
地域名

塩山 勝沼 大和
平坦地 中山間地 平坦地 中山間地

全域塩山
奥野田
松里

玉宮
大藤
神金

勝沼
岩崎
東雲

深沢
藤井
菱山

ぶ
ど
う

平均値 22,440 14,371 28,284 15,439 ―
最大値 40,585 17,476 48,263 31,151 ―
最小値 8,333 6,849 10,526 8,400 ―
データ数 33 9 55 13 ―

も
も

平均値 34,652 22,444 27,430 ― ―
最大値 52,235 31,278 37,559 ― ―
最小値 13,038 9,124 14,728 ― ―
データ数 32 44 25 ― ―

す
も
も

平均値 42,778 44,944 ― ― ―
最大値 51,020 44,944 ― ― ―
最小値 23,770 44,944 ― ― ―
データ数 13 2 ― ― ―

さ
く
ら
ん
ぼ

平均値 ― ― ― ― ―
最大値 ― ― ― ― ―
最小値 ― ― ― ― ―
データ数 ― ― ― ― ―

か
き

平均値 17,961 ― ― ― ―
最大値 28,736 ― ― ― ―
最小値 11,123 ― ― ― ―
データ数 4 ― ― ― ―

野
菜

平均値 9,890 7,239 ― ― ―
最大値 20,921 9,987 ― ― ―
最小値 7,645 6,266 ― ― ―
データ数 10 4 ― ― ―

「農地中間管理事業」の仕組み

農地を
貸したい方

・農業をやめた
い場合

・耕作面積を縮
小したい場合

・耕作放棄地な
ど利用してい
ない農地があ
る場合

・農地を相続し
たが、農業が
できない場合

　　　　　等

○必要な場合は、使い勝手の良い農地へ整備し、貸し付けます。
○条件によっては、お借りできない農地もありますので、ご承知ください。

農地を
借りたい方

・農業経営の規
模拡大をした
い場合

・新規に就農を
したい場合

・近くの農地を
貸してほしい
が、遊休農地
となっていて
困っている場
合

　　　　　等

山梨県
農地中間
管理機構

（山梨県農業振興公社）

↑
スマートフォン等

モバイルは
こちらから！

貸
付

貸
付

（
出
し
手
）

（
受
け
手
）

◆お問い合わせ先　産業振興課　農地担当（農業委員会事務局）　☎３２‐５０９２
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甲
州
市
制
10
周
年
記
念
事
業

甲
州
市
よ
し
も
と
ふ
る
さ
と
劇

団
＆
よ
し
も
と
お
笑
い
公
演

■
日　
時　
９
月
27
日
（
日
）

　
　
　
　
　
午
後
４
時
30
分
（
開
場
）

　
　
　
　
　
午
後
５
時
～　
（
開
演
）

■
場　
所　
甲
州
市
民
文
化
会
館　
ホ
ー
ル

■
入
場
料　
（
全
席
指
定
）

　
　
　
　
　
前
売
券　
２
，
０
０
０
円

　
　
　
　
　
当
日
券　
２
，
５
０
０
円

■
チ
ケ
ッ
ト
販
売
所

【
甲
州
市
内
】

　
甲
州
市
民
文
化
会
館

【
市　
　
外
】

　
チ
ケ
ッ
ト
よ
し
も
と

　
☎
０
５
７
０
‐
５
５
０
‐
１
０
０

■
チ
ケ
ッ
ト
販
売
開
始

　
８
月
18
日
（
火
）
午
前
９
時
～

◆
主
催
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
甲
州
市
民
文
化
会
館

　
☎
32
‐
１
４
１
１

※
受
付
時
間
は
午
前
９
時
～
午
後
５
時
と
な

　
り
ま
す
。（
月
・
祝
日
休
館
）

甲
州
市
制
施
行
10
周
年
記
念
事
業

中
部
航
空
音
楽
隊
ふ
れ
あ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ン
サ
ー
ト

■
日　
時　
９
月
５
日
（
土
）

　
　
　
　
　
午
後
６
時
～
（
開
演
）

■
場　
所　
甲
州
市
民
文
化
会
館　
ホ
ー
ル

■
入
場
料　
無
料
（
※
入
場
に
は
、
入
場
整

　
　
　
　
　
理
券
が
必
要
に
な
り
ま
す
。）

■
入
場
整
理
券
配
布
日

・
市
内
在
住
者
は
、
８
月
１
日
（
土
）
～

・
市
外
在
住
者
は
、
８
月
８
日
（
土
）
～

　
甲
州
市
民
文
化
会
館
窓
口
で
配
布
し
ま
す
。

※
受
付
時
間
は
午
前
９
時
～
午
後
５
時
と
な

　
り
ま
す
。（
月
・
祝
日
休
館
）

※
入
場
整
理
券
の
配
布
は
１
人
に
つ
き
３
枚

　
ま
で
で
す
。（
な
お
、
人
数
分
の
お
名
前
と

　
ご
住
所
の
記
入
が
必
要
に
な
り
ま
す
。）

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

■
主　
催　
甲
州
市
民
文
化
会
館

■
協　
力　
中
部
航
空
音
楽
隊

　
　
　
　
　
自
衛
隊
山
梨
地
方
協
力
本
部

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
甲
州
市
民
文
化
会
館　

　
☎
32
‐
１
４
１
１

甘
草
屋
敷
サ
マ
ー
コ
ン
サ
ー
ト

～
古
典
の
真
髄
へ
の
挑
戦
～

　
著
名
な
若
手
男
性
演
奏
家
に
よ
る
筝
・
三

味
線
・
尺
八
の
世
界
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

■
日　
時　
７
月
29
日
（
水
）

　
　
　
　
　
午
後
６
時
（
開
場
）

　
　
　
　
　
午
後
６
時
30
分
～
（
開
演
）

■
場　
所　
甘
草
屋
敷　
主
屋

■
出
演
者　
筝　
　
　
日
吉 

章
吾　
氏

　
　
　
　
　
三
味
線　
澤
村 

祐
司　
氏

　
　
　
　
　
尺
八　
　
田
嶋 

謙
一　
氏

■
主　
催　
甲
州
市
教
育
委
員
会

■
入
場
料　
無
料
（
申
込
み
不
要
）　

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
甘
草
屋
敷

　
☎
33
‐
５
９
１
０

２
０
１
５
フ
ッ
ト
パ
ス

　
甲
州
街
道
駒
飼
宿
の
本
陣
跡
を
見
て
、
鶴

瀬
関
所
跡
を
歩
こ
う
。

■
日　
時　
７
月
11
日
（
土
）
雨
天
中
止

　
　
　
　
　
午
前
８
時
30
分
～
（
受
付
）

　
　
　
　
　
午
前
９
時
～
正
午

■
集　
合　
Ｊ
Ｒ
甲
斐
大
和
駅

■
定　
員　
30
名

■
入
場
料　
５
０
０
円

■
案　
内　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
甲
州
市
観
光
ボ
ラ

　
　
　
　
　
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
会

■
主　
催　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
甲
州
市
観
光
ボ
ラ

　
　
　
　
　
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
会

■
後　
援　
あ
る
～
く　
こ
う
し
ゅ
う
推
進

　
　
　
　
　
協
議
会

■
申
込
先

　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
つ
な
ぐ
イ
ベ
ン
ト
係

　
☎
０
８
０
‐
１
２
２
３
‐
８
３
０
２

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
甲
州
市
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

　
ガ
イ
ド
の
会

　
☎
０
９
０
‐
８
８
９
１
‐
３
９
１
５

２
０
１
５
婚
活 

in 

玉
宮

桃
狩
り
フ
ッ
ト
パ
ス

　
富
士
山
が
見
え
る
、
穏
や
か
な
景
色
が
大

好
き
！
玉
宮
育
ち
の
男
性
の
エ
ス
コ
ー
ト
で
、

楽
し
い
一
日
を
過
ご
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

■
日　
時

　
８
月
２
日
（
日
）

　
午
前
10
時
15
分
（
集
合
）

　
雨
天
の
場
合
も
メ
ニ
ュ
ー
を
変
え
て
行
い

ま
す
。

■
集
合
場
所

　
Ｊ
Ｒ
中
央
線　
塩
山
駅
北
口

■
募
集
人
数

　
女
性
10
人

　
男
性
参
加
者
は
玉
宮
在
住
の
30
～
42
歳
で

す
。

■
場　
所

　
玉
宮
ざ
ぜ
ん
草
公
園　
他

■
参
加
費

　

３
，
０
０
０
円
（
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
代
、
昼

　
食
代
、
保
険
代
、
お
土
産
付
き
）

■
主　
催

　
玉
宮
フ
ッ
ト
パ
ス
の
会

■
共　
催

　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
つ
な
ぐ

　
あ
る
～
く
こ
う
し
ゅ
う
推
進
協
議
会

■
申
込
先

　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
つ
な
ぐ
イ
ベ
ン
ト
係

　
☎
０
８
０
‐
１
２
２
３
‐
８
３
０
２

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
玉
宮
フ
ッ
ト
パ
ス
の
会

　
☎
０
９
０
‐
５
４
９
７
‐
６
８
９
０
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平
成
28
年
「
甲
州
市
成
人
式
」

　
　
　
　
　
　
　
開
催
つ
い
て

■
日　
時

　
平
成
28
年
１
月
10
日
（
日
）

　
正
午
～
（
受
付
）　　

　
午
後
１
時
～
（
開
式
）

■
場　
所

　
甲
州
市
民
文
化
会
館　
ホ
ー
ル

■
対
象
者　

　
平
成
７
年
４
月
２
日
～
平
成
８
年
４
月
１

日
生
ま
れ
の
方
（
１
９
９
５
年
４
月
２
日
～

１
９
９
６
年
４
月
１
日
）

※
現
在
市
外
に
転
出
し
て
い
る
方
で
、
甲
州

　
市
成
人
式
に
出
席
し
た
い
方
は
、
10
月
上

　
旬
ま
で
に
連
絡
を
く
だ
さ
い
。

○
成
人
式
実
行
委
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
！

　
式
典
の
運
営
（
司
会
・
二
十
歳
の
抱
負
発

　
表
な
ど
）
を
行
っ
て
み
た
い
方
は
ご
応
募

　
く
だ
さ
い
。

・
12
月
上
旬
に
実
行
委
員
会
を
開
き
、
役
割

　
を
決
め
ま
す
。

・
１
月
９
日
（
土
）
に
前
日
リ
ハ
ー
サ
ル
を

　
行
い
ま
す
。

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
甲
州
市
教
育
委
員
会　

　
生
涯
学
習
課　
社
会
教
育
担
当

　
☎
32
‐
５
０
９
７

親
子
木
工
教
室
を
開
催
し
ま
す

■
日　
時　
８
月
22
日
（
土
）

　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
～
４
時

　
　
　
　
　
（
受
付
午
後
１
時
～
１
時
30
分
）

■
場　
所

　
甲
州
市
民
文
化
会
館　
玄
関
・
ホ
ワ
イ
エ

■
対　
象

　
甲
州
市
在
住
の
小
学
生
と
そ
の
保
護
者

※
な
る
べ
く
親
子
で
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

■
内　
容　

　
簡
単
な
木
工
細
工
の
製
作
組
み
立
て

※
材
料
・
道
具
等
は
用
意
し
ま
す
。

■
申
込
方
法

　
当
日
、
午
後
１
時
か
ら
１
時
30
分
に
受
付

け
ま
す
の
で
、
市
民
文
化
会
館
に
お
越
し
く

だ
さ
い
。

■
作　
品　
『
ゆ
う
び
ん
ポ
ス
ト
』

■
参
加
費　
無
料

■
定　
員　
先
着
１
０
０
組

■
主　
催

　
塩
山
建
設
組
合
、
塩
山
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ

ブ
、
甲
州
市
教
育
委
員
会

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
甲
州
市
民
文
化
会
館 

　
☎
32
‐
１
４
１
１

自然づくり・環境づくり・人づくり
川は私たちが住むまちの財産だ！
サマーチャレンジ２０１５　川ある～き

探検地は、日川 !
■日　時　８月８日（土）　午前９時～正午
　　　　　※雨天中止
■場　所　日川（ぶどう橋周辺）
■内　容　水中生物採取・植物採取　等
　　　　　※市で用意するライフジャケットを着用して
　　　　　　活動します。
■対象者　市内在住の小学生以上の方
　　　　　※小学校３年生以下の児童の参加は保護者同
　　　　　　伴となります。
■定　員　６０名程度
■参加費　無料
■申込方法　
　参加希望者は氏名、住所、年齢（学校・学年）、連絡先、
植物等のアレルギーの有無を、電話、ＦＡＸ、メールで
都市整備課にご連絡ください。

◆お問い合わせ先　都市整備課　計画指導・景観担当
　☎３２‐５０７２　　ＦＡＸ ３２‐５０７９　　メール　ｔｏｓｈｉｓｅｉｂｉ＠ｃｉｔｙ.ｋｏｓｈｕ.ｌｇ.ｊｐ



広報こうしゅう
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第
２
回
ピ
ラ
テ
ィ
ス
教
室
開
催
！

　
前
回
好
評
を
い
た
だ
き
ま
し
た「
ピ
ラ
テ
ィ

ス
教
室
」
の
第
２
回
目
を
開
催
し
ま
す
。
体

の
中
心
（
コ
ア
）
を
鍛
え
る
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
、

ピ
ラ
テ
ィ
ス
を
通
し
て
美
し
い
ボ
デ
ィ
ー
を

目
指
し
ま
せ
ん
か
？
前
回
参
加
さ
れ
た
方
も
、

初
め
て
参
加
さ
れ
る
方
も
お
気
軽
に
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

■
日　
時

　
７
月
23
日
（
木
）

　
午
後
７
時
～
午
後
８
時

　
午
後
６
時
30
分
～
（
受
付
）

■
場　
所

　
甲
州
市
民
文
化
会
館　
大
会
議
室

■
効　
果

・
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
体
型

・
美
し
い
姿
勢

・
柔
軟
の
あ
る
強
く
美
し
い
ボ
デ
ィ
ー

・
し
な
や
か
な
カ
ラ
ダ

　
お
腹
の
深
層
に
あ
る
筋
肉
や
肩
甲
骨
周
り

の
筋
肉
な
ど
、
自
分
自
身
の
身
体
に
意
識
を

向
け
て
運
動
し
ま
す
！

■
申
込
方
法

　

７
月
22
日
（
水
）
の
午
後
５
時
ま
で
に
電

話
も
し
く
は
、
市
民
文
化
会
館
に
お
越
し
く

だ
さ
い
。

■
持
ち
物

・
室
内
シ
ュ
ー
ズ

・
ヨ
ガ
マ
ッ
ト
（
大
き
め
の
タ
オ
ル
）

・
水
分
補
給
ド
リ
ン
ク

■
講　
師　
橋
口　
仁
美　
氏

■
参
加
費　
無
料

■
定　
員　
30
名

■
主　
催　
甲
州
市
民
文
化
会
館

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
甲
州
市
民
文
化
会
館

　
☎
32
‐
１
４
１
１

第
10
回
甲
州
市
ゴ
ル
フ
選
手
権
大
会

兼　
第
68
回
山
梨
県
体
育
祭
り

ゴ
ル
フ
競
技
の
部
選
手
選
考
会
結
果

　
５
月
29
日
、
甲
府
国
際
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ

ブ
で
第
10
回
甲
州
市
ゴ
ル
フ
選
手
権
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
大
会
に
は
17
名
の
市
民
が
エ

ン
ト
リ
ー
し
、
日
頃
か
ら
の
練
習
の
成
果
を

発
揮
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
大
会
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
優　
勝　
　
佐
藤　
　
隆

　
準
優
勝　
　
楠　
　
明
治

　
第
三
位　
　
神
津　
幸
美

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
甲
州
市
教
育
委
員
会　
生
涯
学
習
課

　
ス
ポ
ー
ツ
振
興
担
当　

　
☎
32
‐
５
０
９
８

勝
沼
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
の

　
　
　
　
　
　
利
用
に
つ
い
て

　
勝
沼
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
は
、
こ
の
た

び
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
、
９
月
30
日

ま
で
開
館
し
て
お
り
ま
す
。
多
く
の
皆
さ
ん

の
ご
利
用
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

■
期　
間　
９
月
30
日
（
水
）
ま
で

■
休
館
日　
月
曜
日

■
時　
間

　
午
後
１
時
30
分
～
午
後
５
時

　
（
最
終
入
場
は
、
午
後
４
時
30
分
ま
で
）

■
料　
金　
　

　

中
学
生
以
下
50
円
、
高
校
生
１
０
０
円
、

一
般
（
市
民
）
２
１
０
円
、
市
民
65
歳
以

上
無
料
、
一
般
・
65
歳
以
上
（
市
民
以
外
）

３
２
０
円

※
中
学
生
以
下
・
高
校
生
は
、
市
民
・
市
民

　
以
外
を
問
わ
ず
一
律
の
料
金
で
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
甲
州
市
勝
沼
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー　

　
☎
44
‐
１
７
０
０

甲
州
市
民
文
化
会
館

歴
史
民
族
資
料
室
企
特
別
展

「
世
界
の
昆
虫
標
本
展
」

　
毎
年
ご
好
評
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
、「
世

界
の
昆
虫
標
本
展
」を
今
年
も
開
催
し
ま
す
！

オ
オ
ム
ラ
サ
キ
・
オ
ニ
ヤ
ン
マ
・
ア
ト
ラ
ス

オ
オ
カ
ブ
ト
ム
シ
な
ど
、
図
鑑
で
し
か
見
る

こ
と
の
出
来
な
い
珍
し
い
昆
虫
達
を
、
ぜ
ひ

こ
の
機
会
に
ご
覧
く
だ
さ
い
！

■
期　
間

　
６
月
27
日
（
土
）
～
８
月
２
日
（
日
）

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

■
休
館
日    

月
曜
日
、
祝
日
、
21
日(

火)

■
場　
所

　
甲
州
市
民
文
化
会
館　
歴
史
民
族
資
料
室

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
甲
州
市
民
文
化
会
館

　
☎
32
‐
１
４
１
１

昆
虫
展
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

『
昆
虫
の
ふ
し
ぎ
』を
開
催
し
ま
す
！

　
昆
虫
に
つ
い
て
の
ふ
し
ぎ
・
疑
問
を
本
物

の
昆
虫
達
を
見
な
が
ら
分
か
り
や
す
く
説
明

し
て
く
れ
ま
す
！ 

夏
休
み
の
自
由
研
究
に
も

役
立
つ
イ
ベ
ン
ト
で
す
！

■
日　
時　
７
月
26
日
（
日
）

　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
～
（
受
付
）

　
　
　
　
　
午
後
２
時
～
午
後
３
時

■
対　
象　
小
学
６
年
生
ま
で
の
昆
虫
に
興

　
　
　
　
　
味
の
あ
る
方
。

※
未
就
学
児
は
保
護
者
同
伴
で
お
願
い
し
ま

　
す
。

■
講　
師　
中
村 

直
人 

氏
（
井
尻
小
学
校
）

■
場　
所　
甲
州
市
民
文
化
会
館

　
　
　
　
　
歴
史
民
俗
資
料
室

■
定　
員　
30
名

■
締
切
日　
７
月
25
日
（
土
）
午
後
５
時

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
甲
州
市
民
文
化
会
館

　
☎
32
‐
１
４
１
１

６
月
２
日　
水
道
週
間
の
訪
問
活
動
♪
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児
童
セ
ン
タ
ー
・
イ
ベ
ン
ト

○
塩
山
南
児
童
セ
ン
タ
ー
○

■
内　
容　
工
作
あ
そ
び

　
「
ス
タ
ン
プ
遊
び
を
し
よ
う
」
～
身
近
に
あ

る
も
の
を
使
っ
て
ス
タ
ン
プ
あ
そ
び
を
し
ま

す■
日　
時　
７
月
９
日
（
木
）

　
　
　
　
　
午
前
10
時
30
分
～

■
場　
所　
塩
山
南
児
童
セ
ン
タ
ー

■
対　
象　
未
就
園
の
子
と
親

■
持
ち
物　
汚
れ
て
も
良
い
服
装

■
参
加
費　
無
料

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
塩
山
南
児
童
セ
ン
タ
ー

　
☎
33
‐
７
９
０
０

○
塩
山
北
児
童
セ
ン
タ
ー
○

■
内　
容　
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ

　
「
マ
ッ
サ
ー
ジ
し
な
が
ら
親
子
で
ゆ
っ
く
り

肌
の
ふ
れ
あ
い
を
楽
し
も
う
」

■
日　
時　
７
月
２
日
（
木
）

　
　
　
　
　
午
前
10
時
30
分
～

■
場　
所　
塩
山
北
児
童
セ
ン
タ
ー

■
対　
象　
１
歳
以
下
の
子
と
親

■
持
ち
物　
バ
ス
タ
オ
ル

■
参
加
費　
無
料

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
塩
山
北
児
童
セ
ン
タ
ー

　
☎
33
‐
７
８
０
０

○
東
雲
ふ
れ
あ
い
親
子
館
○

■
内　
容　
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ

　
「
マ
ッ
サ
ー
ジ
し
な
が
ら
親
子
で
ゆ
っ
く
り

肌
の
ふ
れ
あ
い
を
楽
し
も
う
」

■
日　
時　
７
月
16
日
（
木
）

　
　
　
　
　
午
前
10
時
30
分
～

■
場　
所　
東
雲
ふ
れ
あ
い
親
子
館

■
対　
象　
１
歳
以
下
の
子
と
親

■
持
ち
物　
バ
ス
タ
オ
ル

■
参
加
費　
無
料

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
東
雲
親
子
ふ
れ
あ
い
館

　
☎
44
‐
３
７
２
３

第
９
回
や
ま
な
し
農
村
風
景

写
真
コ
ン
ク
ー
ル　
作
品
募
集

　

県
で
は
「
つ
な
げ
よ
う
故
郷
の
ち
か
ら
」

を
テ
ー
マ
に
、
山
梨
の
桃
源
郷
を
は
じ
め
と

し
た
美
し
い
農
村
景
観
、
農
家
の
方
々
が
丹

精
込
め
て
作
っ
た
農
産
物
、
田
植
え
や
収
穫

等
の
農
作
業
、
活
気
あ
る
農
村
生
活
や
伝
統

の
お
祭
な
ど
の
写
真
作
品
を
募
集
し
ま
す
。

■
応
募
に
つ
い
て

　
山
梨
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
あ

る
応
募
票
、
ま
た
は
甲
州
市
役
所
農
林
土
木

課
に
あ
る
応
募
票
に
よ
り
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。

■
作
品
規
定

　

カ
ラ
ー
プ
リ
ン
ト
四
切
（
２
５
４
㎜
×

３
０
５
㎜
）
ま
た
は
、ワ
イ
ド
四
切
（
２
５
４

㎜
×
３
６
５
㎜
）
で
合
成
加
工
し
て
い
な
い

も
の
に
限
り
ま
す
。

　

フ
ィ
ル
ム
の
使
用
を
基
本
と
し
ま
す
が
、

デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
た
作
品
の
応
募

も
可
能
で
す
。

■
応
募
資
格

　
ど
な
た
で
も
応
募
で
き
ま
す
。
応
募
作
品

は
未
発
表
の
も
の
に
限
り
ま
す
。

■
応
募
締
切

　
８
月
31
日
（
月
）
※
当
日
消
印
有
効

■
入
賞
者
の
発
表

　
本
年
10
月
に
入
賞
者
を
発
表
し
ま
す
。

　
入
賞
者
に
は
、
受
賞
決
定
通
知
を
郵
送
す

る
と
と
も
に
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
新
聞
紙

上
で
発
表
し
ま
す
。

■
応
募
先

　
山
梨
県
農
政
部
耕
地
課
ま
で
お
送
り
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
山
梨
県
カ
メ
ラ
商
組
合
加
盟

店
（
写
真
店
）
に
お
持
ち
い
た
だ
く
こ
と
も

で
き
ま
す
。

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

・
山
梨
県
農
政
部
耕
地
課　

　
〒
４
０
０
‐
８
５
０
１　

　
甲
府
市
丸
の
内
１
‐
６
‐
１

　
（
県
庁
本
館
６
階
）

　
☎
０
５
５
‐
２
２
３
‐
１
６
２
７

・
甲
州
市
役
所　
農
林
土
木
課

　
☎
32
‐
５
０
９
３

第
９
回
甲
州
市
子
ど
も

　
写
生
大
会
の
開
催
に
つ
い
て

　
甲
州
市
文
化
協
会
で
は
、
第
９
回
甲
州
市

子
ど
も
写
生
大
会
を
開
催
し
ま
す
。
小
学
生
・

中
学
生
の
皆
さ
ん
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

■
日　
時　
７
月
18
日
（
土
）

　
　
　
　
　
午
前
８
時
30
分
～
（
受
付
）

　
　
　
　
　
午
前
９
時
～
正
午

■
場　
所　
甲
州
市
民
文
化
会
館

■
持
ち
物

　
写
生
道
具
（
ク
レ
ヨ
ン
・
ク
レ
パ
ス
・
水

彩
用
具
・
画
板
）、
日
よ
け
の
帽
子
、
水
筒
、

座
る
た
め
の
シ
ー
ト

※
画
用
紙
は
、
文
化
協
会
で
用
意
し
ま
す
。

■
対
象
者

　
甲
州
市
に
住
ん
で
い
る
小
中
学
校
の
児
童
・

　
生
徒

■
そ
の
他

・
事
前
に
申
込
み
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
当
日
、
現
地
に
集
合
し
て
く
だ
さ
い
。

・
雨
天
の
場
合
は
中
止
と
な
り
ま
す
。

・
作
品
の
展
示
会
は
、
７
月
19
日
（
日
）
～

８
月
19
日
（
水
）
ま
で
、
甲
州
市
民
文
化
会

館
１
階
ロ
ビ
ー
で
展
示
し
ま
す
。
な
お
、
７

月
20
日
（
祝
）・
21
日
（
火
）・
27
日
（
月
）

及
び
８
月
３
日（
月
）・10
日（
月
）・17
日（
月
）

は
休
館
日
と
な
り
ま
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
甲
州
市
文
化
協
会 

美
術
部

　
廣
瀬
（
☎
33
‐
４
３
２
９
）

塩山駅南口　　　　
　　市民ギャラリー
7月6日（月）～

8月3日（月）
　甲州市文化協会美術部（大和）
による作品を中心に展示いたし
ます。
※展示内容・期間につきましては、
変更になる場合もあります。
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７月７日　火曜　よる７時～１０時　放送
たけしの健康エンターテイメント
　みんなの家庭の医学　３時間スペシャル
～都道府県に学ぶ健康の秘訣～　甲州市の取り組み紹介
　厚労省の国民生活基礎調査から山梨県民は、全国で一番「むく
み、頻尿」の訴えが少ない結果が出ました。山梨県民の生活の中
から、「むくみ、頻尿」が改善するヒントを探ります。番組では、
甲州市民の生活に密着し、まめに動いたり、ウォーキングに取り
組んだりする様子を紹介します。ぜひ、ご覧ください。

撮影風景

七夕の夜は
家族みんなで
５チャンネル！

釈
迦
堂
遺
跡
博
物
館
だ
よ
り

■
開
館
時
間

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

　
（
入
館
は
閉
館
30
分
前
ま
で
）

○
休
館
日　
火
曜
日

■
入
館
料

　
一
般
・
大
学
生　
２
０
０
円

　
小
中
高
生　
　
　
１
０
０
円

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
☎
47
‐
３
３
３
３

特
別
展
『
土
偶
』

釈
迦
堂
遺
跡
発
掘
35
周
年
・
重
要
文

化
財
指
定
（
追
加
）
10
周
年
記
念

【
釈
迦
堂
Ｊ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
】

Ｖ
ｏ
ｌ
．
１

　
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
重
要
文
化
財

５
５
９
９
点
の
中
か
ら
選
り
す
ぐ
っ
た
大
型

の
土
器
の
展
示
を
行
い
ま
す
。

■
開
催
期
間　

　
７
月
15
日
（
水
）
～
９
月
７
日
（
月
）

■
場　
所　
企
画
展
示
室

︱
同
時
開
催
︱

釈
迦
堂
と
っ
て
お
き
の
一
枚

フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト

　
展
示
資
料
を
撮
影
し
て
ご
自
慢
の
ベ
ス
ト

シ
ョ
ッ
ト
を
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

■
募
集
期
間

　
７
月
15
日（
水
）～
平
成
28
年
５
月
30
日（
月
）

■
展　
示　
平
成
28
年
７
月
以
降

■
表　
彰

　
優
れ
た
作
品
は
展
示
期
間
中
に
表
彰
し
ま

す
。

※
応
募
要
項
等
の
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
の
詳

　
細
は
Ｈ
Ｐ
、
チ
ラ
シ
等
参
照

夏
休
み
体
験
イ
ベ
ン
ト
①

「
ど
ぐ
う
を
作
ろ
う
！
」（
＊
要
予
約
）

■
期　
間　

７
月
25
日
（
土
）
～
８
月
31
日

　
（
月
）
８
月
16
日
・
17
日
は
予
約
不
要

※
イ
ベ
ン
ト
開
催
時
は
体
験
で
き
ま
せ
ん
の

　
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
開
催
時
間　
終
日
（
製
作
約
50
分
）

■
参
加
費　
２
０
０
円

※
体
験
希
望
日
の
１
週
間
前
ま
で
に
ご
予
約

　
く
だ
さ
い
。
製
作
し
た
ど
ぐ
う
は
持
ち
帰

　
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

夏
休
み
体
験
イ
ベ
ン
ト
②

ど
ん
ぐ
り
ク
ッ
キ
ー
を
作
っ
て
み
よ
う
！

　
縄
文
人
が
食
べ
て
い
た
ど
ん
ぐ
り
を
使
っ

た
ク
ッ
キ
ー
作
り
を
行
い
ま
す
。

■
日　
時　
８
月
１
日
（
土
）

　
　
　
　
　
午
前
10
時
～
約
２
時
間

■
定　
員　
40
名

■
参
加
費　
２
０
０
円

■
申
し
込
み　
必
要
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無
料
法
律
相
談

■
日　
時　
７
月
15
日
（
水
）

　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分

■
場　
所　
市
役
所
本
庁
舎　
２
階

　
　
　
　
　
第
２
会
議
室

■
対　
象　
甲
州
市
民

■
定　
員　

６
名
（
相
談
者
１
名
に
つ
き
30

　
　
　
　
　
分
以
内
）

※
こ
の
無
料
法
律
相
談
は
、完
全
予
約
制
で
す
。

　

７
月
6
日
（
月
）
午
前
８
時
30
分
か
ら
予

　
約
を
受
け
付
け
ま
す
。

・
な
る
べ
く
多
く
の
方
に
相
談
機
会
を
設
け

　
る
た
め
、
回
数
を
制
限
さ
せ
て
い
た
だ
く

　
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課　
市
民
生
活
担
当

　
☎
32
‐
５
０
６
８

無
料
消
費
生
活
相
談

　
市
で
は
、
専
門
家
に
よ
る
多
重
債
務
な
ど
、

消
費
生
活
に
関
す
る
無
料
相
談
を
開
設
し
ま

す
。

■
日　
時　
７
月
24
日
（
金
）

　
　
　
　
　
午
前
の
部　
午
前
９
時
～
正
午

　
　
　
　
　
午
後
の
部　
午
後
１
時
～
４
時

■
場　
所　
市
役
所
本
庁
舎　
１
階

　
　
　
　
　
市
民
相
談
室

■
対　
象　
甲
州
市
民

■
定　
員　
12
名
（
相
談
者
１
名
に
つ
き
30

　
　
　
　
　
分
以
内
）

■
内　
容

　
消
費
生
活
関
連
、
架
空
請
求
、
訪
問
販
売

　
等
に
関
す
る
消
費
者
保
護
手
続
、
サ
ラ
金
、

　
多
重
債
務
、
相
続
、
遺
言
、
労
働
契
約
な
ど

※
こ
の
無
料
消
費
生
活
相
談
は
、
完
全
予
約

　
制
で
す
。

■
そ
の
他

・
７
月
6
日
（
月
）
午
前
８
時
30
分
か
ら
予

　
約
を
受
け
付
け
ま
す
。

・
相
談
す
る
事
項
を
よ
く
整
理
し
、
関
係
書

　
類
等
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課　
市
民
生
活
担
当

　
☎
32
‐
５
０
６
８

合
同
相
談

■
日　
時　
７
月
9
日
（
木
）

　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時

■
場　
所　
市
役
所
本
庁
舎　
２
階

　
　
　
　
　
第
１
会
議
室

■
対　
象　
甲
州
市
民

※
こ
ち
ら
の
相
談
会
は
予
約
不
要
で
す
。

　
身
近
な
相
談
窓
口
と
し
て
毎
月
開
催
し
て

　
い
ま
す
。
行
政
、
人
権
、
家
庭
の
こ
と
で

　
お
悩
み
の
方
は
、
こ
の
機
会
に
是
非
ご
利

　
用
く
だ
さ
い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課　
市
民
生
活
担
当

　
☎
32
‐
５
０
６
８

勝
沼
・
大
和
地
域
行
政
相
談

■
日　
時　
７
月
17
日
（
金
）

　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時

■
場　
所　
勝
沼
防
災
セ
ン
タ
ー　
２
階

　
　
　
　
　
会
議
室
Ａ

■
対　
象　
甲
州
市
民

※
こ
ち
ら
の
相
談
会
は
予
約
不
要
で
す
。

　
行
政
に
関
わ
る
こ
と
で
お
悩
み
の
方
は
、　

　
こ
の
機
会
に
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課　
市
民
生
活
担
当

　
☎
32
‐
５
０
６
８

も
の
忘
れ
相
談

　
も
の
忘
れ
に
対
す
る
不
安
か
ら
、
も
の
忘

れ
の
あ
る
方
へ
の
対
応
方
法
ま
で
何
で
も
結

構
で
す
。
専
門
医
が
お
話
を
う
か
が
い
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
日　
時

　
７
月
17
日
（
金
）
午
後
３
時
～

※
こ
の
相
談
は
、
無
料
・
完
全
予
約
制
で
す
。

　

７
月
15
日
（
水
）
ま
で
に
お
申
し
込
み
く

　

だ
さ
い
。
毎
月
第
３
金
曜
日
に
も
の
忘
れ

　
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
場　
所

　
市
役
所
本
庁
舎　
１
階　
市
民
会
議
室
Ｂ

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
（
介
護
支
援
課
内
）

　
☎
32
‐
５
６
０
０

甲
州
市
障
害
者
相
談
員
を

　
　
　
　
　
ご
活
用
く
だ
さ
い

　
市
で
は
、
自
身
も
障
害
の
あ
る
方
や
そ
の

家
族
の
方
、
障
害
福
祉
に
長
年
関
わ
っ
て
い

る
方
等
に
、
相
談
員
と
し
て
委
嘱
し
て
い
ま

す
。
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
相
談
員
を
ご

紹
介
し
ま
す
の
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
専
門
領
域

・
身
体
障
害　
　
　
相
談
員
３
人

・
知
的
障
害　
　
　
相
談
員
３
人

・
精
神
障
害　
　
　
相
談
員
１
人

■
相
談
内
容

　
同
じ
悩
み
を
抱
え
る
立
場
か
ら
、
障
が
い
の

　
あ
る
方
や
そ
の
家
族
の
方
の
日
常
生
活
な
ど

　
に
お
け
る
様
々
な
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

※
相
談
は
無
料
で
、
内
容
に
つ
い
て
は
秘
密

　
を
守
り
ま
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
あ
ん
し
ん
相
談
セ
ン
タ
ー　
　

　
☎
32
‐
０
２
８
５　
ＦＡＸ
33
‐
２
３
０
７

　
福
祉
課　
障
害
福
祉
担
当　
　
　
　

　
☎
32
‐
５
０
６
７　
ＦＡＸ
20
‐
６
１
６
７

「
こ
こ
ろ
の
専
門
相
談
」
の

お
知
ら
せ

　
心
の
問
題
で
悩
ん
で
い
る
方
や
そ
の
ご
家

族
の
相
談
に
専
門
ス
タ
ッ
フ
が
応
じ
ま
す
。

来
所
で
き
な
い
場
合
は
ご
自
宅
等
へ
の
訪
問

も
可
能
で
す
の
で
、ま
ず
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
こ
の
相
談
は
完
全
予
約
制
で
す

〔
精
神
科
医
師
に
よ
る
相
談
〕

■
日　
時　
７
月
15
日
（
水
）

　
　
　
　
　
午
後
２
時
30
分
～
４
時
30
分

■
申
し
込
み　
７
月
８
日
（
水
）
ま
で

〔
臨
床
発
達
心
理
士
に
よ
る
相
談
〕

■
日　
時

　
毎
月
第
１･

第
３
火
曜
日
の
午
前
中

■
申
し
込
み　
随
時

◆
場
所
・
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
あ
ん
し
ん
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
32
‐
０
２
８
５　
ＦＡＸ
33
‐
２
３
０
７
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障
害
者
生
活
支
援
相
談

時
間
外
相
談
日
（
予
約
制
）

　
平
日
の
日
中
は
忙
し
く
て
市
役
所
ま
で
行

け
な
い
と
い
う
方
、
電
話
・
来
所
に
て
相
談

を
受
け
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
す
べ
て
の
日
程
で
予
約
が
必
要
に
な

り
ま
す
の
で
、
事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

〔
時
間
外
相
談
日
〕

■
日　
時　

　
水
曜
日
（
午
後
５
時
１
５
分
～
７
時
）

　
７
月
１
日
、
８
日
、
15
日
、
22
日
、
29
日

　
土
曜
日
（
午
後
１
時
～
午
後
４
時
）

　
７
月
４
日
、
11
日
、
18
日
、
25
日

◆
場
所
・
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
あ
ん
し
ん
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
32
‐
０
２
８
５　
ＦＡＸ
33
‐
２
３
０
７

同
じ
障
害
を
持
つ
相
談
員

ピ
ア
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
よ
る

相
談
（
予
約
制
）

　
障
害
を
持
つ
人
の
悩
み
は
同
じ
障
害
を
持

つ
人
で
な
い
と
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
く
あ

り
ま
す
。
経
験
を
積
み
重
ね
た
障
害
者
自
身

が
、
同
じ
立
場
に
た
っ
て
悩
み
を
聞
き
相
談

に
の
り
ま
す
。
１
人
で
悩
ま
ず
、
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
視
覚　
石
原　
テ
ル　
氏

　
　
　
　
☎
33
‐
２
４
８
９

■
聴
覚　
遠
藤　
養
蔵　
氏

　
　
　
　
ＦＡＸ
33
‐
９
１
９
２

■
肢
体　
羽
村　
千
鶴　
氏
（
肢
体
）

　
　
　
　
☎
32
‐
１
２
２
４

　
　
　
　
中
村　
安
孝　
氏
（
脳
原
性
）

　
　
　
　
☎
44
‐
２
２
４
０

■
知
的
障
害
児
保
護
者

　
　
　
　
田
中
美
津
江　
氏

　
　
　
　
☎
32
‐
２
２
４
７

◆
場
所
・
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
あ
ん
し
ん
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
32
‐
０
２
８
５　
ＦＡＸ
33
‐
２
３
０
７

※
相
談
日
・
時
間
帯
に
つ
い
て
、
ま
た
来
所
で

　
き
な
い
方
に
つ
い
て
も
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

障
害
者
陶
芸
教
室

　
障
害
を
お
持
ち
の
方
を
対
象
と
し
た
陶
芸

教
室
を
開
催
し
ま
す
。
は
じ
め
て
の
方
で
も

丁
寧
に
指
導
し
ま
す
の
で
お
気
軽
に
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

■
日　
時　
７
月
７
日
（
火
）

　
　
　
　
　
午
後
１
時
～

■
場　
所　
福
祉
あ
ん
し
ん
相
談
セ
ン
タ
ー

■
定　
員　
15
名
程
度

■
参
加
費　
材
料
費　
１
０
０
円

◆
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
あ
ん
し
ん
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
32
‐
０
２
８
５　
ＦＡＸ
33
‐
２
３
０
７

第
18
回
山
梨
県
障
害
者
文
化
展

作
品
募
集

■
募
集
期
間

　
７
月
21
日
（
火
）
～
７
月
31
日
（
金
）

■
対
象
者

　
県
内
に
居
住
す
る
在
宅
の
障
害
を
有
す
る

　
方

■
作
品
内
容

　
手
芸
、
絵
画
、
書
道
、
文
芸
（
詩
、
俳
句
、

　
川
柳
、
作
文
な
ど
）、
工
芸
、
陶
芸
な
ど
の

　
作
品

※
お
一
人
一
作
品
ま
で
。

■
申
込
先　
福
祉
課 

障
害
福
祉
担
当

　
　
　
　
　
☎
32
‐
５
０
６
７

※
入
院
、
入
所
さ
れ
て
い
る
方
、
特
別
支
援

　
学
校
の
方
は
、
病
院
、
施
設
、
学
校
へ
の

　
申
し
込
み
で
す
。

■
展
示
期
間

　
９
月
３
日
（
木
）
～
９
月
７
日
（
月
）

　
午
前
10
時
～
午
後
７
時

※
最
終
日
は
正
午
ま
で

■
場　
所　
山
交
百
貨
店
５
階
催
事
場

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
社
会
福
祉
法
人

　
山
梨
県
障
害
者
福
祉
協
会

　
☎
０
５
５
‐
２
５
２
‐
０
１
０
０

　
ＦＡＸ
０
５
５
‐
２
５
１
‐
３
３
４
４

　
甲
州
市
男
女
共
同
参
画
推
進
委
員
会

　
気
づ
き
合
お
う
あ
な
た
と
私
の
未あ

し
た来
の
た
め
に

©
段
丹
映
子
・「
ち
い
さ
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
ほ
お
ず
き
書
籍
刊
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不動産無料相談
■日　時　7月16日（木）午後１時～３時
■場　所　杜の交流館（峡東森林組合）
　　　　　☎３３‐２９０１
◆申し込み・お問い合わせ先
　　　（社）山梨県宅地建物取引業協会　相談室
　　　　　☎０５５‐２４３‐４３０４

温かな善意ありがとうございました
◎甲州市社会福祉協議会へ
　風間邦夫さん　（勝沼町山）

市の人口 ※平成２７年６月１日現在
（　　）内前月比

	 人口	 33,482人	 （－ 21人）
	 男	 16,186人	 （－ 9人）
	 女	 17,296人	 （－ 12人）
	 世帯	 13,250世帯	（＋ 1人）

日下部警察署・各種防犯団体

下校時間帯に
子どもの見守り活動を

みんなでつくろう安全・安心のまち

平成２７年度　
第２回山梨県警察官採用試験
■受付期間
　７月２７日（月）～８月２１日（金）
■第一次試験日　９月２０日（日）
＊受験資格など詳細については、日下部警察署警
　務課まで
　☎２２ ‐０１１０ （代表）

水の事故を防ぎましょう

水の事故から
子ども達を守るために・・・

☆水泳や水遊びなどを行う場合には、必ず保護者
などが付き添い、監視する。

☆体調が悪いときや、危険区域の指定（警告）が
されているところでは絶対に泳がせない。

☆湖沼などでボート遊びをする場合は、ボートか
らの飛び込みなど、危険な行為をさせない。

　河川敷内では、急な夕立や大雨による増水で被
害に遭うケースもあります。天候や周囲の状況に
十分注意してください。

日下部警察署　地域課
☎２２‐０１１０（代表）

日本年金機構からのお知らせ
「年金情報流出」を口実にした
〝振り込め詐欺〟や〝個人情報の詐取〟
にご注意ください！
　近々発生している年金情報流出事案に関して、
次のようなことはありません。

＊日本年金機構や年金事務所からお客様に電話す
ることはありません。

　基礎年金番号の変更に関するご連絡は、後日、
文書をお送りします。

＊日本年金機構からお客様にお金を要求すること
は一切ありません。

＊日本年金機構がお客様に ATM の操作をお願い
することは一切ありません。

＊お客様の個人情報（家族構成など）を確認する
ことはありません。

　ご自宅や職場などに日本年金機構や機構の職員
などを名乗る電話がかかってきたら、迷わずにお
電話ください。

　専用電話窓口（コールセンター）
　☎０１２０- ８１８２１１
　受付時間８: ３０～２１: ００
　警察相談専用電話　＃９１１０

◆日本年金機構◆
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★お問い合わせ先★
　勝沼図書館	 ☎４４‐３７４６
　塩山図書館	 ☎３２‐１５０５
　大和図書館	 ☎４８‐２９２１
　甘草屋敷子ども図書館	 ☎３３‐５９２６

図書館ＨＰ　http://www.lib -koshu.jp/

◆『どうぶつまぜこぜあそび』
　絵本原画展
☆会期　７月３０日（木）まで開催中！
☆会場　甘草屋敷子ども図書館

◆塩山図書館「としょかんまつり」
☆日時　７月５日（日）午後１時３０分～
☆会場　甲州市民文化会館　２階　大会議室
☆内容　・図書館職員による夏のお話
　　　　・絵本作家のドーリーちゃんによる読
　　　　　み聞かせとワークショップ
☆対象　幼児～小学校低学年
☆お問い合わせ塩山図書館まで。

◆塩山図書館ワークショップ
　「カバーがバッグ？！」
☆日時　７月２０日（祝）
☆会場　甲州市民文化会館　音楽室
☆定員　（各回要申込み）
　＊１回目→受付終了
　＊２回目→午後３時３０分～午後４時３０分
　　　　　　若干名
☆協力　好学社
　本物のレオ・レオニ絵本のカバーを使って、
幼児（保護者同伴）から一般の方まで簡単にで
きるバッグを作ります。
☆お申し込みは塩山図書館まで

◆勝沼図書館ワークショップ
　さわこさんがやってくる！
　　　　　　　　夏休み「大」工作教室！
☆日時　７月２５日（土）午後２時～
☆会場　勝沼図書館　視聴覚室
☆定員　４０名（小学生のみ）
☆内容　造形作家・丸林さわこさんがやってく
　　　　る！特別なキットを使って、浮かぶ・
　　　　動く・かっこいい、船を作っちゃおう！
　　　　（参加費１人５００円）

◆勝沼図書館　おばけ図書館
☆日時　８月９日（日）　午後７時～午後８時
☆会場　勝沼図書館　
☆定員　２０名（小学生以上・保護者同伴）
☆内容　夜の図書館探検とこわーい話。
※お申し込みは７月１１日より勝沼図書館まで。

◆勝沼図書館　夏休みこども映画会
☆８月１日（土）午後２時～
　　映画『トムとジェリー』
☆８月２日（日）午後２時～
　　映画→お楽しみ
☆会場　勝沼図書館　視聴覚室

◆大和図書館　コワ楽おはなし映画会
　本気でこわ～いお話と、とっても楽しい映画
を一緒に楽しんでください！
☆８月１１日（火）午前１０時～
　　映画『トムとジェリー
　　　　　　　　～あかちゃんはいいな～』
☆８月１２日（水）午前１０時～
　　映画→お楽しみ
☆会場　大和ふるさと会館　研修室２◆夏休み　読書感想文講座

《小学生向け》
☆日時　８月８日（土）　午後２時～
☆会場　勝沼図書館
☆定員　１０名（勝沼図書館まで要申込み）

《中学生・高校生向け》※２回連続講座
☆第１回　８月１６日（日）午後２時～
☆第２回　８月２２日（土）午後１時～
☆会場　甲州市民文化会館
☆定員　１０名（塩山図書館まで要申込み）

◆知的書評合戦
　ビブリオバトル  IN  塩山⑥
☆日時　８月２３日（日）午後５時３０分～
☆会場　塩山図書館カウンター前
☆内容　「人を通して本を知る 本を通して人を
　　　　知る」を合言葉に全国で行われている
　　　　書評バトルです。中高生の皆さんの参
　　　　加もお待ちしています！

サトシン・文
ドーリー・絵
そうえん社
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風
かざ

間
ま

	心
ここ

菜
な

ちゃん（１歳）

トマトが大好きな食いしん坊娘♡
これからも沢山食べて、元気いっ
ぱいスクスク育ってね♡

 父・由貴さん、母・舞子さん
（藤木）

もうすぐお姉ちゃんになるね♡楽
しい思い出いっぱいいっぱいつく
ろうね♡

父・勝也さん、母・佐智子さん
（上於曽）

仲良く元気に大きくなってね！

父・浩司さん、母・真理絵さん
（三日市場）

「わが家のスター」では、元気なお子さんの写真を募集しています。
ご両親のコメントを添えて広報担当までお申し込みください。

樋
ひ

口
ぐち

	愛
あい

花
か

ちゃん（１歳）
小
お

幡
ばた

	乃
の

々
の

果
か

ちゃん（５歳）

　　	璃
り

々
り

果
か

ちゃん（８ヶ月）

わが家のスター


